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機器一覧表（防災設備）

１項－ロ　防火対象物

消火器 粉末１０型 22 本
消火器 粉末５０型 - 個

易操作性１号消火栓 埋込型 2 個
易操作性１号消火栓 埋込型　消火器ボックス付き　 8 個
易操作性１号消火栓 露出型 -
受信機 Ｐ型１級受信盤 1 面
スポット型感知器 差動式２種　露出
スポット型感知器 差動式２種　防水
スポット型感知器 定温式１種　防水
スポット型感知器 定温式特種　防水
スポット型感知器 煙式２種　露出 - 個
スポット型感知器 煙式２種　埋込 - 個
煙感知器 光電式スポット型　 54 個
煙感知器 光電式スポット型　埋込 - 個
感知器用点検ボックス 1 個
電鈴 10 個
表示灯 10 個
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ起動押釦 10 個
常用電源 交流電源 1 組
予備電源 内蔵型、蓄電池 1 組

増幅器 1 式 □自火報非連動
■自火報連動

スピーカー埋込・壁掛 82 個
遠隔操作器 1 個
常用電源 交流電源 1 組
予備電源 内蔵型、蓄電池 1 式  24V

誘導灯 避難口誘導灯（B級) 26 台
誘導灯 避難口誘導灯（C級) 4 台

誘導灯 通路誘導灯（B級) 9 台

連動制御盤 1 面
■自火報受信機一体
□別置

防火扉 7 面
シャッター 6 台
ダンパー - 台
排煙窓 3 台
自動ドア 4 台
連動煙感知器 光電式非蓄積型 10 個
手動起動装置 - 台
常用電源 交流電源 1 式
予備電源 内蔵型、蓄電池 1 組 24V 3.5Ah

ディーゼル発電機 220V 31.5kVA 1 台 発電機室
燃料タンク ディーゼル軽油　28L 1 台
始動用電池 12Ｖ24VAｈ 1 式

非常照明 蓄電池内蔵型 1 式

個128

個29

建物用途

消火器

消火栓

非常警報器具
(非常放送設備）

自動火災報知設備

非常用の照明装置

防排煙設備
及び

防火設備

非常電源
（自家発電設備）

誘導灯設備

備考設備名称 機器名称 仕様 数量 単位
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機器番 機器・器具名 仕様・能力等 数量 単位 備考

衛生器具

C-1 洋風便器 C480N/TCF581MR 7 組

C-2 洋風便器 C480N/TCF581WR 16 組

C-3 洋風便器 C480N/TC291 2 組

C-4 洋風便器 C480S/TCF4321V81 2 組

C-5 洋風便器 C480S/TCF4321V81 4 組

U-1 小便器 UFS800CE 12 組

L-2 ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式洗面器 L520/TEN40ABX 7 組

L-3 はめ込み角型洗面器 L350CM/TLHG31 3 組

L-4 洗面器 L270D/TEL77GRX 6 組

L-5 手洗器 LSJ570APF 2 組

L-6 手洗器 LSE570APF 6 組

SK-1 掃除流し SK500 4 組

SK-2 汚物流し UAS64L/RN 2 組

HD-1 ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ TYC400WS 2 組

L-1 ｶｳﾝﾀｰ一体洗面器(金具類) TEN40ABX,T6PCM3,TS127BMS 12 組

ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓 TKW31PR 7 個

止水栓 TL340C9U 14 個

ｻｰﾓｽﾀｯﾄｼｬﾜｰ金具 TMF40WFN 2 個

横形泡沫自在水栓 T131S13 1 個

横形泡沫自在水栓 T131AS13 6 個

キー式横水栓 T26KNH13 1 個

止水栓 T4AU 6 個

ﾋﾞﾆﾙ水栓柱<材> 13mm L=900 1 本

排水設備

PT-1 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ 配管接続床置型　50A 2 個

給湯設備

WHG-1 WHG-1 ガス瞬間湯沸器 屋外壁掛型　能力32号　付属品共 1 台

WHG-2 ガス瞬間湯沸器 屋内壁掛型　元止式　能力5号　付属品共 5 台

WHG-3 床暖房装置 屋内壁掛型　能力24号　付属品共 1 台

WHE-1 貯湯式電気温水器 床置式台下設置(飲用・洗い物用）　20L 付属
品共

1 台

消火設備
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PFU-1 屋内消火栓ポンプユニット
65φ×300L/min×65m ×7.5kw (3φ200v) 制御
盤他付属品共

1 台

TF-1 消火用補給水槽
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製一体型 有効0.5m3 (800×800×
1000H) 架台他付属品共

1 台

易操作性1号消火栓箱(総合形) 埋込形 HB-1A 2 組

消火器箱併設形易操作性1号消火栓箱 埋込形 HB-1AS 8 組

易操作性1号消火栓箱(総合形) 露出形 HB-1B 2 組

空調調和設備

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ 高効率型　冷凍能力:85KW 加熱能力85KW　（×
3ﾓｼﾞｭｰﾙ) 付属品共

1 組

PCH-1 
冷温水ポンプ ラインポンプ　244L/min×20m×2.2kw(3φ

200v)　付属品共
3 台

PU-1 受
受水タンク付小型給水ポンプユニット FRP又は高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製受水ﾀﾝｸ付水道加圧装

置 受水槽:500L ﾎﾟﾝﾌﾟ:5L×20m　付属品共
1 台

TE-1 膨
膨張タンク SUS製一体型　耐震1.5G 有効0.5ｍ3（800×800

×1000H)付属品共
1 台

ACU-1 
ユニット型空気調和機 水平型　冷房:60.4kw 暖房:33.1kw

SA:12,810m3/h 　付属品共
1 台

ACU-2 
ユニット型空気調和機 水平型　冷房:161.1kw暖房82.3kw

SA:24,480m3/h 　付属品共
1 台

GHP-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機（屋外機） ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷房:45.0kw 暖房:50.0kw 付属品共 1 台 冷暖フリー

GHP-1A
  〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:4.5kw 暖房:5.3kw 付

属品共
2 台

GHP-1B
  〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:2.8kw 暖房:3.4kw 付

属品共
1 台

GHP-1C
  〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井ｶｾｯﾄ型(CK-1)　冷房:2.8kw 暖房:3.4kw 付

属品共
1 台

GHP-1D
  〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井隠蔽型(CK-4)　冷房:7.1kw 暖房:8.5kw 付

属品共
3 台

GHP-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機（屋外機） ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷房:56.0kw 暖房:63.0kw 付属品共 1 台

GHP-2A
    〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井隠蔽型(CID)　冷房:9.0kw 暖房:10.6kw 付

属品共
3 台

GHP-2B
    〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:7.1kw 暖房:8.5kw 付

属品共
2 台

GHP-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機（屋外機） ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷房:45.0kw 暖房:50.0kw 付属品共 1 台 冷暖フリー

GHP-3A
    〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:4.5kw 暖房:5.3kw 付

属品共
2 台

GHP-3B
    〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井ｶｾｯﾄ型(CK-1)　冷房:3.6kw 暖房:4.2kw 付

属品共
1 台
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GHP-3C
    〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:5.6kw 暖房:6.7kw 付

属品共
2 台

GHP-3D
    〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:7.1kw 暖房:8.5kw 付

属品共
1 台

GHP-3E
    〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:5.6kw 暖房:6.7kw 付

属品共
1 台

GHP-4 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機（屋外機） ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷房:56.0kw 暖房:63.0kw 付属品共 1 台

GHP-4A
    〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:7.1kw 暖房:8.5kw 付

属品共
3 台

GHP-4B
    〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:8.0kw 暖房:9.5kw 付

属品共
3 台

GHP-5 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機（屋外機） ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷房:56.0kw 暖房:63.0kw 付属品共 1 台 冷暖フリー

GHP-5A
    〃　　　　　　　　　　　（屋内機） 天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:7.1kw 暖房:8.5kw 付

属品共
1 台

GHP-5B     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:8.0kw 暖房:9.5kw 付
属品共

1 台

GHP-5C     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:8.0kw 暖房:9.5kw 付
属品共

1 台

GHP-5D     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:5.6kw 暖房:6.7kw 付
属品共

2 台

GHP-5E     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:8.0kw 暖房:9.5kw 付
属品共

1 台

GHP-6 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機（屋外機）
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷房:45.0kw*2 暖房:50.0kw *2付属
品共

1 台 にこマルチ

GHP-6A     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:5.6kw 暖房:6.7kw 付
属品共

4 台

GHP-6B     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:5.6kw 暖房:6.7kw 付
属品共

2 台

GHP-6C     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:5.6kw 暖房:6.7kw 付
属品共

2 台

GHP-6D     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:4.5kw 暖房:5.3kw 付
属品共

4 台

GHP-7E     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-1)　冷房:2.8kw 暖房:3.4kw 付
属品共

1 台

GHP-7 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機（屋外機）ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷房:56.0kw 暖房:63.0kw 付属品共 1 台

GHP-7A     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
壁ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型(外気処理)　冷房:14.0kw 暖
房:10.7kw 付属品共

1 台

GHP-7B     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
壁ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型(外気処理)　冷房:22.4kw 暖
房:17.1kw 付属品共

1 台

GHP-7C     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
壁ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型(外気処理)　冷房:22.4kw 暖
房:17.1kw 付属品共

1 台

GHP-8 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機（屋外機）ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷房:45.0kw 暖房:50.0kw 付属品共 1 台 冷暖フリー

GHP-8A     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:7.1kw 暖房:8.5kw 付
属品共

1 台
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GHP-8B     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:8.0kw 暖房:9.5kw 付
属品共

2 台

GHP-8C     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:7.1kw 暖房:8.5kw 付
属品共

1 台

GHP-8D     〃　　　　　　　　　　　（屋内機）
天井ｶｾｯﾄ型(CK-4)　冷房:4.5kw 暖房:5.3kw 付
属品共

1 台

GHP-RC 集中リモコン GHP系統 1 個

手元リモコン GHP系統 27 個

ACP-1 空冷ｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機（ｼﾝｸﾞﾙ)壁掛型(WR)　冷房:3.6kw 暖房:4.0kw 付属品共 1 台

ACP-2 空冷ｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機（ｼﾝｸﾞﾙ)
天井ｶｾｯﾄ型(CK-1)　冷房:3.6kw 暖房:4.0kw 付
属品共

1 台

ACP-3 空冷ｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機（ｼﾝｸﾞﾙ)
天井ｶｾｯﾄ型(CK-1)　冷房:7.1kw 暖房:8.0kw 付
属品共

2 台

SSA-101 ｻｲﾚﾝｻｰ ACU-1 SA  300RSS-R-2100 2M 1 台

SSA-102 ｻｲﾚﾝｻｰ ACU-1 SA  425RSS-R-2700 2M 1 台

SRA-101 ｻｲﾚﾝｻｰ ACU-1 RA  425RSS-R-2700 2M 1 台

SＲA-102 ｻｲﾚﾝｻｰ ACU-1 ＲA  300RSS-R-2100 2M 1 台

SSA-201 ｻｲﾚﾝｻｰ ACU-2 ＳA  500RSS-Q-2700 1M 1 台

SSA-202 ｻｲﾚﾝｻｰ ACU-2 ＳA  325RSS-R-2100 2M 1 台

SSA-203 ｻｲﾚﾝｻｰ ACU-2 ＳA  500RSS-R-2700 3M 1 台

SRA-201 ｻｲﾚﾝｻｰ ACU-2 RA  500RSS-R-2700 3M 1 台

SRA-202 ｻｲﾚﾝｻｰ ACU-2 RA  325RSS-R-2100 2M 1 台

DSC-101 調湿外気処理機 天井隠蔽型 200φ× 500m3/h  付属品共 1 台

DSC-102 調湿外気処理機 天井隠蔽型 200φ× 500m3/h  付属品共 1 台

DSC-103 調湿外気処理機 天井隠蔽型 200φ× 500m3/h  付属品共 1 台

DSC-201 調湿外気処理機 天井隠蔽型 200φ× 500m3/h  付属品共 1 台

DSC-202 調湿外気処理機 天井隠蔽型 200φ× 500m3/h  付属品共 1 台

DSC-203 調湿外気処理機 天井隠蔽型 200φ× 500m3/h  付属品共 1 台

DSC-204 調湿外気処理機 天井隠蔽型 200φ× 500m3/h  付属品共 2 台

HEU-201 全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型 100φ×100m3/h  付属品共 1 台

DSC-301 調湿外気処理機 天井隠蔽型 200φ× 500m3/h  付属品共 1 台

DSC-302 調湿外気処理機 天井隠蔽型 200φ× 500m3/h  付属品共 2 台

DSC-303 調湿外気処理機 天井隠蔽型 200φ× 500m3/h  付属品共 1 台
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DSC-304 調湿外気処理機 天井隠蔽型 200φ× 500m3/h  付属品共 1 台

DSC-305 調湿外気処理機 天井隠蔽型 200φ× 500m3/h  付属品共 1 台

HEU-301 全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型 150φ×160m3/h  付属品共 1 台

FS-101　 給気用送風機
消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置型 #1･3/4×
2120m3/h 付属品共

1 台

FS-201　 給気用送風機
消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 #2×
3150m3/h 付属品共

1 台

FS-301　 給気用送風機 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 #1･1/2×920m3/h 付属品共 1 台

FS-302　 給気用送風機
消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 #3×
6930m3/h 付属品共

1 台

FS-303　 給気用送風機
消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 #2・1/2×
4710m3/h 付属品共

1 台

FE-101　 排気用送風機
消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 #1･3/4×
2120m3/h 付属品共

1 台

FE-102　 FE-102　排気用送風機 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 #1･1/4×490m3/h 付属品共 1 台

FE-103　 FE-103　排気用送風機 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 #1･1/4×300m3/h 付属品共 1 台

FE-104　 FE-104　排気用送風機
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 #1･1/2×1400m3/h 付属品
共

1 台

FE-105　 FE-105　排気用送風機
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 #1･1/2×1080m3/h 付属品
共

1 台

FE-106　 FE-106　排気用送風機 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 #1･1/4×530m3/h 付属品共 1 台

FE-201　 FE-201　排気用送風機
消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 #1･3/4×
2760m3/h 付属品共

1 台

FE-202　 FE-202　排気用送風機
消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 #1･1/2×
1680m3/h 付属品共

1 台

FE-203　 FE-203　排気用送風機
消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 #2×
3150m3/h 付属品共

1 台

FE-204　 FE-204　排気用送風機
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 #1･1/2×1140m3/h 付属品
共

1 台

FE-301　 FE-301　排気用送風機 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 #1･1/2×920m3/h 付属品共 1 台

FE-302　 FE-302　排気用送風機
消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 #3×
6930m3/h 付属品共

1 台

FE-303　 FE-303　排気用送風機 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 #1･1/4×760m3/h 付属品共 1 台

FE-304　
FE-304　排気用送風機 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 #1･1/2×1140m3/h 付属品

共
1 台



北神区文化センター　機器リスト

FV-101 FV-101 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×400m3/h 付属品共 1 台

FV-102 FV-102 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×160m3/h 付属品共 1 台

FV-103 FV-103 排気用送風機 天井埋込型換気扇　100φ×400m3/h 付属品共 1 台

FV-104 FV-104 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×170m3/h 付属品共 1 台

FV-105 FV-105 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×230m3/h 付属品共 1 台

FV-106 FV-106 排気用送風機 天井埋込型換気扇　100φ× 60m3/h 付属品共 2 台

FV-107 FV-107 排気用送風機 天井埋込型換気扇　100φ× 50m3/h 付属品共 2 台

FV-108 FV-108 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×340m3/h 付属品共 1 台

FV-109 FV-109 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×400m3/h 付属品共 1 台

FV-110 FV-110 排気用送風機 天井埋込型換気扇　100φ×100m3/h 付属品共 1 台

FV-201 FV-201 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×150m3/h 付属品共 1 台

FV-202 FV-202 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×400m3/h 付属品共 1 台

FV-203 FV-203 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×180m3/h 付属品共 1 台

FV-204 FV-204 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×130m3/h 付属品共 1 台

FV-205 FV-205 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×210m3/h 付属品共 1 台

FV-206 FV-206 排気用送風機 天井埋込型換気扇　100φ×120m3/h 付属品共 1 台

FV-207 FV-207 排気用送風機 天井埋込型換気扇　100φ×60m3/h 付属品共 1 台

FV-301 FV-301 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×150m3/h 付属品共 1 台

FV-302 FV-302 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×400m3/h 付属品共 1 台

FV-303 FV-303 排気用送風機 天井埋込型換気扇　100φ× 90m3/h 付属品共 1 台

FV-304 FV-304 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×130m3/h 付属品共 1 台

FV-305 FV-305 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×130m3/h 付属品共 1 台

FV-306 FV-306 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×400m3/h 付属品共 1 台

FV-307 FV-307 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×280m3/h 付属品共 1 台

FV-308 FV-308 排気用送風機 天井埋込型換気扇　150φ×160m3/h 付属品共 1 台

FV-309 FV-309 排気用送風機 天井埋込型換気扇　100φ× 60m3/h 付属品共 1 台

FU-1 
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ 床置ﾀﾞｸﾄ接続型　風量:2120m3/h　ﾌｨﾙﾀｰ:ﾊﾟﾈﾙ

ﾌｨﾙﾀｰ
1 台

SSA-3 ｻｲﾚﾝｻｰ FS-101 OA  400RSS-Q-2100 1M 1 台

SRA-3 ｻｲﾚﾝｻｰ FE-104 EA  400RSS-Q-2100 1M 1 台

自動制御設備

集中監理盤 1 面

2CP-1 自動制御盤 ﾘﾓｰﾄﾕﾆｯﾄ 1 面

2CP-2 自動制御盤 ﾘﾓｰﾄﾕﾆｯﾄ 1 面



北神区文化センター　機器リスト
自動制御機器 1 式



 

 

別紙１ 対象施設・設備概要 

 

【施 設】 

  敷地、建築物、その他構造物の内容 

１．施設名称 北神区文化センター 

２．住所 神戸市北区藤原台中町 1丁目 3番３号 

３．用途地域、防火準防火地域等  近隣商業施設、防火指定なし   

４．敷地面積 8,999.96㎡ 

５．建築物（棟毎） 

１）構造・規模 RC造 地下１階地上３階建 

２）建築面積  2,132.06㎡ 

３）延床面積  4,031.45㎡（建築基準上） 

６．その他構造物等 

（門扉、塀、擁壁、植栽、その他屋外に附帯する構造物） 

 塀、擁壁、植栽（壁面、屋上緑化有）、市章旗他揚柱、懸垂幕昇降装置 

 ゴミ置場、バイク置場、駐輪場（２棟）、身障用駐車上、屋外駐車場 

（特殊構造物） 

 

 

【設 備】 

１．機器一覧表（防災設備） 

２．機器一覧表（電気設備） 

３．機器一覧表（機械設備） 

 

  各表記載の対象施設・設備の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。 

 

 

 



＜別紙－２＞法定資格者一覧表

法定資格者名称 根拠法令等 必要資格

防火管理者 消防法 ○

 消防法 -

危険物取扱者 消防法 -

電気主任技術者
電気事業法　※「外部選任」又は「外部委
託」による配置を可とする。

○

建築物環境衛生管理技術者
建築物における衛生的環境の確保に関
する法律

○

警報設備の監視、操作等に従事する者の
資格

神戸市火災予防条例 ○

総合操作盤又はこれらに類する制御盤の
監視、操作等に従事する者の資格

神戸市火災予防条例 -

エネルギー管理員又はエネルギー管理士 エネルギーの使用の合理化に関する法律 -

上記以外で必要となる法定資格者についても、指定管理者において選任すること。

〔凡例〕

（○）で示す資格については、選任が必要である。

（－）で示す資格については、選任は不要である。

（※）で示す資格については、法令上の配置は不要であるが、本施設の維持管理を実施するに当た
り必要な資格とする。



別紙３ 消耗品一覧表 

 

【消耗品一覧表】                       

・  各種燃料及び潤滑油、蓄電池用精製水 

・  管球類、ヒューズ  

・  空調・換気用フィルター類 

・  Ｖベルト、パッキン類、温度計、圧力計 

・  各種薬品類（水処理薬品、残留塩素用試薬、ボイラ用薬剤、殺虫剤等） 

・ ウエス、潤滑油、グリス、スムーサー、刷毛、接着剤 

・ 記録紙、点検用紙、コピー用紙、記録用メディア、プリンター用インク・トナー、乾

電池等 

・  防塵マスク、防塵眼鏡、軍手等 

・  配管材、継手、各種ねじ類、フランジパッキン、シール材、ホースバンド、ビニルテ

ープ、接着剤等 

・ 箒、塵取、バケツ、ホース、雑巾、ラバーカップ、ごみ袋等 

・ その他 

※ 消耗品について疑義が生じた場合、市と協議の上決定する。 

 



別紙４　法令点検及び定期点検業務一覧表

該当
項目

周　期

1 公共建築物定期点検
(建築)１回/３年
(設備)１回/１年
(防火)１回/１年

建築基準法12条関連。
(建築 (※1))
(設備 (※2))
(防火 (※3))

2 消防設備点検
機器点検：１回/６月
総合点検：１回/１年

消防法　(※５）

3 消防設備耐圧試験 １回／３年 平成３３年度から実施

4 防火対象物定期点検 １回／年 消防法

5 受変電設備点検 ※４ 電気事業法

6 自家発電設備点検 ※４ 電気事業法、消防法、建築基準法（対象法令による）

7
昇降機設備点検
（定期検査含む）

１回／月
（定期検査１回／年）

建築基準法等
ﾌﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ契約を締結すること

8 空気環境測定 １回／２ヶ月
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
＜測定ポイント＞
各階２ポイント+外気２ポイント

9 飲料水水質検査 ２回／年 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

(1回/3年)　圧縮器の出力が7.5kwを越えている室
外機が9台ある為、定期点検に該当します。

1回/年　チラー3台

11 フロン改正法に伴う簡易点検 法令による 4回/年　空調機【室内機計：66台　室外機計：12台】

定期点検

1 電話交換機 別紙5参照

2 ユニット型空気調和器保守点検 ※5

3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ保守点検 ※5 大阪ガスとメンテナンス契約を締結すること

4 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ保守点検 ２回／年 空調ＩＮ点検

5 ポンプ及び送風機類点検 １回／年

6 自動制御設備定期点検 ２回／年
自動制御設備製造者とメンテナンス契約を締結するこ
と。

7 自動ドア設備点検 別紙5参照

8 空調機用フィルター交換及び清掃 ※5

9 舞台照明設備保守点検 別紙5参照

10 舞台音響設備保守点検 別紙5参照

11 舞台吊物保守点検 別紙5参照

12 電動式移動観覧席保守点検 別紙5参照  

13 駐車場管制設備点検 別紙5参照

14 太陽光発電設備点検 別紙5参照

【注記】

※1 

※2　

※3

※4 点検周期については、保安規程による。ただし、停電を伴う精密点検は年1回とする。

※5　

※6 自家発電設備の点検においては、法令に基づき必要に応じて実負荷運転を行うこと。

「建築設備定期検査業務基準書（最新版を適用）」（一般財団法人　日本建築設備・昇降機センター　発行）による。

「防火設備定期検査業務基準（最新版を適用）」（一般財団法人　日本建築防災協会　発行）による。

点検周期については、特記がある場合を除き、

「建築保全業務共通仕様書（最新版を適用）」（一般財団法人　建築保全センター　発行）による。

点　　検　　項　　目

法令点検

10 法令によるフロン改正法に伴う定期点検

「特定建築物等定期点検業務基準（最新版を適用）」（一般財団法人　日本建築防災協会　発行）による。



１．総  則

  本仕様書は,舞台照明設備保守点検業務 に関し、 その業務の適正を期するために必要な事項を

定めたものである。

２．対象機器

別紙「点検対象設備及び点検項目」参照

３．業務内容

(1) 定期点検業務

設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙「点検対象設備及び点検項目」

について年１回定期点検を実施すること。

(2) 臨時点検業務

設備の不時の故障等、速やかに点検を実施すること。

舞台照明設備保守点検仕様書



別紙

NO. 数 量

1 　調光主幹盤 １式

2 　調光器盤 １式 　１．外観、構造

3 １式

4 　調光操作卓用ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ １式

5 　舞台袖操作パネル １式

6 　作業灯スイッチパネル １式

　２．動作確認・特性試験

　３．絶縁抵抗測定

・フェダー点検
・操作スイッチ点検

・動作パイロットランプ点検
・負荷表示パイロットランプ点検

・ＭＣＢ（主幹、負荷）点検

　調光操作卓（専用テーブル付き）

点検対象設備及び点検項目

・入力電圧測定（各相電圧）
・調光出力電圧測定

（ユニット出力電圧特性）
＊全ユニット

・直流電源出力電圧
・通電テスト

点 検 対 象 設 備 点　検　項　目

・各部品の損傷、亀裂確認
・各接続端子の増し締め

・配線、半田付け箇所の確認
・表示灯の点灯確認

・盤、卓、パネル内部の清掃
・記憶と再生動作の確認

・負荷点灯確認
・ヒューズ、ホルダー点検



１．総  則

 本仕様書は、音響設備保守点検業務に関し、その業務の適正を期するために必要な事項を

定めたものである。

２．委託業務対象機器

別紙１「対象機器一覧」参照

３．業務内容

(1) 定期点検業務

 設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙２「保守点検内容」に基づき

年２回定期点検を実施すること。

(2) 臨時点検業務

設備の不時の故障等、速やかに点検を行い原因を追及し正常な運転を

確保すること。

舞 台 音 響 設 備 保 守 点 検 仕 様 書



対象機器一覧　　　　　　　　　　          別紙１

1 舞台音響設備
機 器 名

音響調整卓（下手袖用サブミキサ含み） 1 式

電力増幅器 1 式

デジタルシグナルプロセッサー 1 式

入出力パッチパネル 1 式

コンセント盤 1 式

マイクロフォン 1 式

インカム 1 式

録音再生調整卓（録再ワゴン卓含み） 1 式

スピーカ 1 式

映像表示系装置（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ、ｽｸﾘｰﾝ、ｶﾗｰﾓﾆﾀ含む） 1 式

ワイヤレス装置（アンテナ含む） 1 式

数 量



　保守点検内容　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙２
音響調整卓 〔動作・測定点検〕
(1) デジタルミキサ
(2) デジタルサブミキサ（下手袖）

機器収容架 〔動作点検〕
(1) 入出力パッチパネル  動作（導通）、外観機能点検、清掃
(2) 録音再生調整卓  動作、機能・設定、清掃
(3) デジタルシグナルプロセッサ  動作、機能・設定、清掃

(4) 電力増幅器
 動作、聴感、測定（周波数特性・歪率・Ｓ／Ｎ比）、
データ、清掃

コンセント盤
(1) 下手袖コンセント盤  動作（導通）、外観機能点検、清掃
(2) 上手袖コンセント盤  動作（導通）、外観機能点検、清掃

スピーカー類 〔動作点検〕
(1) スピーカーシステム  総合動作、聴感

録再生機器 〔動作点検〕
(1) ＣＤプレーヤー  動作、聴感、機能・設定、清掃
(2) カセットデッキ  動作、聴感、機能・設定、清掃
(3) DATプレーヤーなし  動作、聴感、機能・設定、清掃

マイクロフォン類 〔動作点検〕
(1) ダイナミックマイク  動作、聴感
(2) コンデンサマイク  動作、聴感
(3) ワイヤレスマイク  動作、聴感

ワイヤレスシステム 〔動作点検〕
(1) マイクロフォン  動作、聴感
(2) 受信機  動作、聴感
(3) アンテナ  総合動作

インターカム 〔動作点検〕
(1) メインステーション  総合動作、聴感
(2) スピーカーステーション  総合動作、聴感
(3) ベルトパック  総合動作
(4) ヘッドセット  総合動作

映像表示系 〔動作点検〕
(1) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ  総合動作、目視
(2) ｽｸﾘｰﾝ  総合動作、目視
(3) BD/HDDﾚｺｰﾀﾞ  総合動作、聴感、目視
(4) ｶﾗｰﾓﾆﾀ  総合動作、目視

 動作、聴感、測定（周波数特性・歪率・Ｓ／Ｎ比）、
データ、清掃



１．総則

  本仕様書は、舞台吊物設備保守点検業務に関し、その適正を期するために必要な事項を定め

たものである。

２．対象機器

別紙１「対象機器一覧」参照

３．業務内容

（１）定期点検業務

    設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙２「保守点検内容」に基づき

　年４回定期点検を実施すること。

 

（２）臨時点検業務

　　設備の不時の故障等、速やかに点検を実施すること。

４．部品の耐用年数

別紙３「部品の耐用年数について」参照

舞台吊物設備保守点検仕様書



別紙１　対象機器一覧

吊物装置 方　　式

シーリングライトバトン 電動昇降ワイヤ巻取式

プロセニアムライトバトン 電動昇降ワイヤ巻取式

東西バトン（１）［上手］ 電動昇降ワイヤ巻取式

東西バトン（２）［下手］ 電動昇降ワイヤ巻取式

サスペンションライトバトン（１） 電動昇降ワイヤ巻取式

サスペンションライトバトン（２） 電動昇降ワイヤ巻取式

アッパーホリゾントライトバトン 電動昇降ワイヤ巻取式

美術バトン（１）［一文字幕－１］ 電動昇降ワイヤ巻取式

美術バトン（２） 電動昇降ワイヤ巻取式

美術バトン（３）［一文字幕－２、袖幕－１］ 電動昇降ワイヤ巻取式

美術バトン（４） 電動昇降ワイヤ巻取式

美術バトン（５）［着脱式　巻取スクリーン］ 電動ドラム巻取式

美術バトン（６） 電動昇降ワイヤ巻取式

美術バトン（７）［一文字幕－３、袖幕－２］ 電動昇降ワイヤ巻取式

美術バトン（８） 電動昇降ワイヤ巻取式

美術バトン（９）［ホリゾント幕］ 電動昇降ワイヤ巻取式

巻取りホリゾント幕［床下収納］ スプリング巻取式

引割幕 固定吊・電動開閉式

三ツ折緞帳 電動昇降ワイヤ巻取式

袖扉（１）［上手］ 手動旋回式

袖扉（２）［下手］ 手動旋回式

反射板装置

浮雲天井 電動昇降ワイヤ巻取式

側面反射板（１）［下手・小］ 手動旋回式

側面反射板（２）［下手・大］ 手動旋回式

側面反射板（３）［上手・小］ 手動旋回式

操作・制御盤

舞台吊物装置制御盤

吊物機構操作盤



別紙２　保守点検内容

1. 吊物設備

(1) ワイヤーロープ
・各滑車間、吊パイプ間の状態の良否
・吊パイプ、ワイヤ巻取りドラムの状態の良否
・ワイヤーロープの素線の切断、径の減少、キンク、形崩れ、腐食の有無の点検
・ワイヤーロープの摩損状態の有無
・伸び、吊り下げ状態の良否
・ワイヤーロープの先端及び終端止め金具の締め付け点検
・ワイヤーロープのテンション調整

(2) 各滑車
・各滑車の状態の良否
・各滑車の欠損、亀裂、摩耗の有無、回転状態及び給油状態の点検
・取付状態の良否、滑車とワイヤ芯のずれの有無
・滑車の回転状態及び給油状態の点検
・回転時の異音の有無
・ワイヤーロープのかかり度の点検調整

(3) 吊パイプ及び幕地
・吊荷重は許容内で分布されているかの状態の良否
・吊り込まれる重量の確認、落下防止は充分か状態の良否
・吊パイプ状態の良否
・吊パイプとワイヤの接続状態の良否
・パイプのジョイント曲りの有無
・各幕布地の損傷の有無
・各幕布地のレベル調整

(4) 電動機
・運転状態の良否
・取付状態の良否
・本体の発熱及び異音、異臭の有無
・軸、軸受けの損傷及びベアリングの異音の有無
・カップリングの傷及びゆるみの有無

(5) 制動機
・取付状態の良否
・作動状態、作動量と作動感度の良否
・滑動部の摩耗、給油状態の良否

(6) 減速機
・取付状態の良否
・油量及び成分の良否（補給含む）
・回転作動状態の良否
・歯車の摩耗状態の良否
・軸受部の発熱状態の良否
・ギヤー関係のギャップ及び砲金の損傷の有無
・軸、軸受けの損傷及びベアリングの異音の有無
・油漏れ及び各パッキン、オイルシールの劣化度の点検
・マシンビームの傷及び、損傷の有無
・ギヤーオイルの粘着度の点検
・ワイヤーロープ巻き取りドラムの溝及び、本体損傷、傷の有無



(7) 減速装置、チェーン、ホイール、プーリー、歯車
・キーのセット、亀裂の良否
・油量及び成分、状態の良否
・回転作動状態、清掃状態の良否
・歯車、鎖車の摩耗状態の良否
・軸受部の発熱状態の良否

(8) 巻取りドラム
・取付状態の良否、破損、主索とのすべりの有無
・引き止め金具の状態の良否
・軸受部の発熱状態の良否
・溝部の摩耗状態の良否

(9) 受電盤、制御盤
・取付状態の良否、加熱などの発生のないこと
・雨水、漏水等の侵入形跡、結露が無いか点検
・制御器等の取付状態、リレー、スイッチ作動状態の良否
・制御盤各リレーの接触及び動作の点検
・制御盤内各ヒューズの点検
・端子盤各押釦表示ランプの作動テスト及び接点ギャップの有無
・端子盤のビス等ゆるみの有無

(10) 操作盤
・スイッチ類の破損、取付状態の良否
・ランプの球切れ、緩み等、取付状態の良否
・安全関係釦、スイッチの作動の良否
・配線のはずれ、ネジの緩み防止の状態の良否
・内外部清掃、内外塗装のはがれの有無

(11) 上・下限スイッチ類
・取付状態、作動状態の良否
・停止精度、確認位置等、再調整の必要の有無
・ファイナルスイッチ、突上げ防止スイッチ類の作動状態の良否

(12) その他
・全般的な給油及び清掃、調整ボルトナット類の締付作業
・点検日にホール担当者から吊物装置に対して指摘された簡単な作業



別紙３　部品の耐用年数について

　各機器の耐用年数は、使用頻度や環境によって異なる場合があるが

　概ね下表のとおり

　
滑車・ドラム １０年以上 溝の摩耗状態点検

ブレーキ ７年 ブレーキシューは、３年で交換

　
軸受(ﾋﾟﾛｰﾌﾞﾛｯｸ) １０年 グリースは半年毎に注油

ギヤーオイル １年 ウオームギヤーケース内

　
スパーギヤー １０年 毎年グリースは注油

チェーン １０年

　
ワイヤーロープ ５～７年

リミットスイッチ １０年 ６ヶ月毎に作動状態をチェックする。

　
ブレーカー １０年

マグネット １０年

　
ＤＣ電源 １０年

シーケンサー １０年

　
リレー ４年～６年

スイッチ ４年～６年

　



１． 総  則

　本仕様書は、電動式移動観覧席保守点検業務に関し、その適正を期する為に必要な事項を

定めたものである。

２． 対象機器

電動式移動観覧席　 ＲＣＳ－３２０２ 234 席(10段　９列)

３． 業務内容

（１）定期点検業務

設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙１「保守点検項目」に

基づき、年１回定期点検を実施すること。

（２）臨時点検業務

設備の不時の故障等、速やかに点検を実施すること。

電動式移動観覧席保守点検仕様書

機器名　（コトブキ㈱製）



別紙１  保守点検項目

１． 本体外観点検

・ 支柱、貫材、ブレーシング、ローラーカバーその他構造部材の変形・損傷の確認

・ 椅子、踏み板、幕板、手摺りの損傷の確認

２． 組立接合部点検

・ 各部材の接合部のボルト、ナット、ピン類等の脱落、緩みの確認

３． 操作用スイッチ点検

・ スイッチ接点の損傷の確認

・ 本体との接合部、コネクター、ケーブル、スイッチボックスの損傷の確認

・ 前進、後退、非常停止の各スイッチの機能異常の確認

４． 制御装置点検

・ 制御盤内の各装置の損傷の確認

・ 各リミットスイッチ等、自動制御部品の損傷の確認

・ 引き出し及び収納時に所定位置に自動停止するかの確認

５． 駆動装置点検

・ モーター、ギアボックス、その他駆動部品の損傷の確認

・ モーター、ギアボックス、その他駆動部品の固定ボルト・ナットの緩みの確認

・ 作動中モーターに異常な発熱が無いか、異常音が無いかの確認

６． 起立装置点検

・ 椅子の起立、収納の動作が確実かつ円滑に連動しているか確認

・ 椅子の起立伝導部品に適正な間隙があるか確認

７． 配線ケーブル点検

・ 配線ケーブル及び結線部の損傷の確認

８． 絶縁テスト

・ 制御盤、モーター部の絶縁性の確認



１．総  則

本仕様書は、電話交換設備保守点検業務に関し、その適正を期するために必要な事項を

定めたものである。

２．対象機器

別紙１「対象機器一覧」参照

３．業務内容

　定期点検業務

設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙２「点検項目」に基づき

年２回定期点検を実施すること。

電話交換設備保守点検業務仕様書



【別紙１】　　　　　　　「対象機器一覧」

対 象 機 器 数 量

電子交換機　 一式

電源装置 一式

多機能電話機 ３９台

一般内線電話機 １台



【別紙２】　　　　　　「点検項目」

１． 外観点検

(1) 装置架及び各部の汚損、損傷、腐食等の有無。

(2) 装置架及び各部の緩みの有無。

(3) 固定金具の劣化、固定ボルト等の緩みの有無。

(4) エアフィルタの汚れ、目詰まり等の有無。

(5) 各部品、プリント基板、配線等の汚損､損傷、加熱、変色等の有無。

２． 機能点検

中央処理系

(1)

(2)

(3)

通話系

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

系が二重化されている機種の場合には、系の手動切り替えスイッチ、またはコマ
ンドによりCPUのACT→SBYおよびSBY→ACTと切り替わること。

障害表示試験は、システムの稼動に影響しない範囲の擬似障害（ファンアラー
ム。試験電話機のロックアウト等）を発生させ、警報表示及び障害情報を確認。

メモリー及びハード時計のメモリバックアップ電池の出力テストポイントを有す
る場合には､出力が正常であること。

可聴信号試験は、電話機より各種機能接続を行い、各種可聴信号を確認。

局線表示盤試験は、通話中のランプ点灯状態を確認。

局線トランク試験は継ぎによる。

全局線(専用線を含む）の発信接続を行い、誤接続の有無及び通話品質を確認。

全局線(専用線を含む）の着信接続を行い、応答を確認。

ページング試験は、内線電話機より特番をダイアルし、ページングトランクの補
足、呼び出し音声の状態を確認。

会議通話試験は、内線電話機より特番をダイアルし、会議トランクの補足、機能
確認及び通話品質を確認。

各種音声ガイダンスの通話品質を確認

ポケベル試験は、内線電話機より特番をダイアルし、ポケベル装置の補足及び呼
び出し機能を確認。

押ボタン電話機等により発信し、誤接続の有無を確認。

ファンの入力電圧、センサ動作、回転状況が正常か確認。



３． 電源装置

(1) 電源部(整流装置)の充電状態を点検。

(2) 蓄電池の損傷、漏液、汚損等の有無。

(3)

４． 入出力装置

(1)

(2) 通話料金管理機能の動作確認。

(3)

５． 付属機器等

(1)

(2)

(3) 多機能電話の試験は下記による。

６． 運転環境

７． 設置環境

(1)

(2)

MDF等の各端子の取り付け状態の点検。

内線電話機の試験は試験内線より発信接続を行い。誤接続の有無及び通話品質の
確認。

保守コンソールで障害ロギングを出力・分析する。

また試験内線への着信接続を行い着信音､鳴動及び応答確認を行う。

補助記憶装置としてFDD等を装備している機種の場合には、FDD等の試験はTESTコ
マンドを投入し動作を確認。また新しいファイルを挿入し、ライトコマンドを投
入して動作を確認。

保守コンソール試験を次により行う。自己診断機能がある場合は当該手順に基づ
き点検する。

保守コンソールが印字機能を有する場合には任意コマンドを投入し、出力メッ
セージの印字状態を確認。

キーボードの汚れ及びランプの点灯状態を確認。

ディスプレイの汚れ及び表示状態を確認。

交換機室の温度、湿度等の規定が範囲内であること。

異常音及び異臭の有無を点検。

交換機内部電源にテストポイントを有する場合には、電圧を確認。

試験多機能電話機より発信接続を行い。誤接続の有無及び通話品質の確認を行
う。

また試験多機能内線への着信接続を行い、着信音、鳴動及び応答確認を行う。

試験多機能電話機でファンクションキー、ダイアルキーの操作状態及び各機能の
試験を行い、機能を確認するとともに表示の確認を行う。



１． 総  則

　本仕様書は、自働ドア設備点検業務に関し、その適正を期する為に必要

な事項を定めたものである。

２．対象機器及び点検内容

　対象機器

　　ア．ドアエンジン装置（本体）

　　イ．ドアエンジン動力部装置

　　ウ．ドアエンジン制御部装置

　　エ．ドアエンジン操作スイッチ及び制御スイッチ

　点検内容

　　ア．定期保守点検項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ａ．ドアエンジン装置各部の点検及び調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｂ．ドアエンジン開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整　　　　　　　　

　　　ｃ．ドアエンジン装置の電気回路の異常有無の点検及び調整　　　　　　　　　　　　　

　　　ｄ．オイルもれの有無点検及び調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｅ．オイル不足、潤滑油不足の点検及び補充　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｆ．ドアが当たっていないか、摺れていないか点検整備

　　　ｇ．消耗度の甚しい部分はないか点検

　　　ｈ．その他の点検及び調整

　　イ．オンコール対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

点検対象の自動ドアに不具合が発生した場合は、施設管理者からの求めに応じ速やかに

　　当該自動ドアの修理等の対応を行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．点検回数

　　　年４回定期点検を実施し、各回の経過期間は概ね等間隔で行うこと。　　　　　　　　

自動ドア設備点検仕様書



１．対象機器

　　下記「設備機器一覧」参照

２．業務内容

（１）定期点検業務

    設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙「パーキングシス

テム作業報告書」に　　 基づき年３回定期点検を実施する。

（２）臨時点検業務

　　設備の不時の故障等、速やかに点検を実施すること。

　 設　備　機　器　一　覧

設備機器 種別 数量 点検周期

ゲートシステム 出口精算機 １　台 ３　回　／　年

事前精算機 １　台 ３　回　／　年

１　台 ３　回　／　年

駐車場管理システム機器保守点検業務仕様書（北神区文化センター）

入口発券機





 

機器仕様書 

駐車券発行機（ＴＤ） 

 1／2 ＳＳ－i２８０２０ 

1. 概要 
1.1) 駐車場入口に設置し利用者に対し駐車券を発行します。車路に埋設されたループコイ

ルが車両を感知した状態で、押ボタン操作により駐車券が発行されます。 

1.2) 駐車券発行時、内蔵された音声合成装置により操作を促す案内放送（満車時は満車案
内放送）を行います。また案内放送は駐車券抜取り又は設定回数終了後に自動的に停

止します。 

1.3) 駐車券は磁気ストライプ紙を使用し、機械番号・入場番号・料金種別・入場年月日時
分が印字されます。 

1.4) 定期券読取りによる定期車両の入場管理が可能です。発券方法は押ボタン操作とし、
ボタン操作する前に駐車券発行口で定期券を読取らせます。 

1.5) カーゲートと連動し、駐車場入口の無人制御を行います。 
1.6) 駐車券発行後、券を抜き取らずに車両が後退した場合は発行された駐車券を本体内に

取込みます。（廃券処理） 

 

2. 定格 
2.1) 電 源        AC100V±10％  50/60Hz（Ｄ種接地） 

2.2) 消 費 電 流        定格：2.7A（乾燥ランプ付) 

［ヒーター付  定格：6.6A(乾燥ランプ付)］ 

2.3) 質 量        約 85kg 

2.4) 塗 装 色        標 準 色：日塗工 F19-75X 近似色(黄色) 全艶/模様有 

 ご指定色： 

2.5) 材 質        外装ケース：2.0 ㎜鋼板製 

 ベ ー ス     ：6.0 ㎜山形鋼製 

2.6) 形 状        自立型 防雨構造 

2.7) 時 計 方 式        水晶発振方式 週差±3秒以内（20℃～30℃以内） 

停電補償：内蔵バッテリーで累計 3年間 

2.8) 使用周囲温湿度 －10℃～＋40℃ 10％～90％ＲＨ（結露なき事） 

（ヒーター付  －25℃～＋40℃） 

2.9) 据 付        4-M12 のアンカーボルトにより底面を固定 

 

3. 仕様 
3.1) 発 券 方 法        自動又は押ボタン 

（設定により二者択一。但し、定期券を使用する場合は押ボタ

ンのみ） 

3.2) 駐 車 券        ファンホールド式磁気ストライプ紙 

54mm（巾）×85.7mm（長）／1枚 

7000 枚（3500 枚×2パック） 収納可能 

3.3) 定 期 券        ＰＥＴ材（アマノバイナリカード） 

54mm（巾）×85.7mm（長）／1枚 

基本・拡張 1～3を合わせて 12000 件登録可能（種別 15 種分類

可能） 

※ＴＦシリーズと併用する場合は 4000 件（種別 8種） 

非接触ＩＣ（Mifare）カード（オプション） 

 



 

機器仕様書 

駐車券発行機（ＴＤ） 

 2／2 ＳＳ－i２８０２０ 

3.4) 印 字 内 容        機械番号（1～20）・入場番号（5桁）・料金種別（A～L） 

入場年月日時分 

機械番号、料金種別は設定で印字する／しないを選択可能 

3.5) 印 字 機 構        9×7 ドットマトリクスプリンター 

インクリボンカセット方式（リボン色は黒） 

3.6) 案 内 表 示        『時計表示・操作案内  等』 

カラーＬＣＤ表示器 

3.7) 発 行 速 度        1.3 秒 

3.8) 廃 券 処 理        自動的に本体内部に収納（収納枚数 約 200 枚） 

3.9) 警報出力信号        無電圧接点 

チケット切れ（2パックのどちらか無くなった場合に出力） 

3.10) そ の 他        ・手順案内音声装置内蔵 

・連絡用インターホン子機取付 

・乾燥ランプ 

・寒冷地ヒーター（オプション） 



 

機器仕様書 

全自動料金精算機（ＡＰ） 

 1／3 ＳＳ－Ｇ４７０１３ 

1. 概要 
1.1) 駐車場出口に設置し利用者に対し駐車料金の精算を行います。車路に埋設されたルー

プコイルが車両を感知した状態で各投入口のシャッターが開き精算が可能な状態にな

ります。 

1.2) 精算時、内蔵された音声合成装置により操作を促す案内放送を行います。 
1.3) 駐車券投入口に駐車券を差し込むと駐車料金を計算し表示します。支払いは硬貨又は

千円紙幣で精算できます。その他サービス券、プリペイドカードでの精算も可能です。 

1.4) 定期券読取りによる定期車両の出場管理が可能です。 
1.5) 精算完了までに該当釦を押すことにより領収証を発行することができます。 
1.6) カーゲートと連動し、駐車場出口の無人制御を行います。 
1.7) 精算記録及び集計記録はジャーナルプリンタ、または電子ジャーナルに記録されます。

（オプション） 

1.8) 金銭管理機能により案内表示器に現在の金種毎の保有枚数が表示できます。また、扉
を開けずにつり銭の補充ができます。 

 

2. 定格 
2.1) 電 源        AC100V±10％  50/60Hz（Ｄ種接地） 

2.2) 消 費 電 力        定格：62W 

（ヒーター付 定格：455W） 

2.3) 質 量        約 151kg 

［約 264kg（防犯プロテクター付）］ 

2.4) 塗 装 色        標準色：日塗工 F19-75X 近似色(黄色) 全艶/模様有 

 ご指定色： 

2.5) 材 質        外装ケース：2.0 ㎜鋼板製 

 ベ ー ス     ：6.0 ㎜山形鋼製 

2.6) 形 状        自立型  防雨構造 

2.7) 時 計 方 式        水晶発振方式 週差±3秒以内（25℃±5℃） 

停電補償：内蔵バッテリーで累計 3年間 

2.8) 使用周囲温湿度 －10℃～＋40℃ 10％～90％ＲＨ（結露なき事） 

（ヒーター付 －25℃～＋40℃） 

2.9) 据 付        4-M12 のアンカーボルトにより底面を固定 

 

3. 仕様 
3.1) カード読取方式        磁気ストライプ読取方式 

長手 4方向読取（表・裏・前・後） 

但しプリペイドカードは 2方向 

エンボスカード対応可能（読取方向は 1方向） 

3.2) 案 内 表 示        『料金表示（駐車料金、投入金額、残金額、釣り額）時計表示

・操作手順  等』 

バックライト付半透過型Ｆ－ＳＴＮ液晶表示器 

3.3) 操 作 ボ タ ン        とりけし、駐車券紛失、領収証発行 

3.4) 演 算 機 能        

3.4.1) 計 算 日 数       12 ヶ月 

3.4.2) 計算単位時間 1 分単位  最大 9時間 59 分 



 

機器仕様書 

全自動料金精算機（ＡＰ） 

 2／3 ＳＳ－Ｇ４７０１３ 

3.4.3) 計算単位料金 10 円単位 最大 999990 円 

3.4.4) 車 種 区 分       12 種 

3.4.5) 料 金 体 系       3 体系 

3.4.6) 料金帯区分       昼夜帯方式：最大 6区分 

 逓減帯方式：最大 12 パターン 

3.4.7) サービスタイム 0～720 分 1 分単位 
3.4.8) グレースタイム 0～120 分 1 分単位（おまけ時間） 
3.4.9) ラ グ タ イ ム        0～120 分 1 分単位（事前精算システム時使用） 

3.4.10) 最大料金の設定 6･12･24 時間最大または時刻指定毎最大の二者択一と絶対最大 
※最大料金の設定は 10円単位で設定 

3.4.11) 駐車券紛失料金 固定料金または指定時刻料金計算の二者択一 
固定料金：10 円単位 999990 円まで任意に設定可能 

指定時刻料金計算：車種（12 種）を指定可能 

3.5) 領 収 証 発 行        出庫完了までに領収証釦を押すと発行 

3.6) 精 算 中 止        料金投入の途中でとりけし釦を押すと投入金額を返却 

（割引券等を投入している場合は、駐車券に割引内容を記録し

て駐車券のみ返却） 

3.7) 使 用 貨 幣        10・50・100・500 円硬貨及び千円紙幣 

3.8) 釣 銭 装 置        

3.8.1) コインメック 10 円（約 90 枚）、50 円（約 78 枚）、 

 100 円（約 77 枚）、500 円（約 68 枚） 

3.8.2) 手動補給筒       10 円（約 100 枚）／100 円（約 88 枚）の二者択一 

3.8.3) 予蓄カセット 10 円（約 500 枚）／100 円（約 450 枚）の二者択一 

 （オプション） 

3.9) 金庫収納方式        硬貨：鍵付き金庫 

   約 2000 枚（すべて 100 円硬貨の場合） 

紙幣：紙幣リーダーのスタッカーに整列収納 

   約 800 枚（千円札） 

3.10) 営 業 記 録        金庫抜取り（Ｔ合計） 

その他キー操作により任意に領収証用紙に印字・発行 

3.11) 廃 券 枚 数   約 1500 枚 

3.12) 集 計 項 目        

3.12.1) 売上集計 
総現金売上額、総掛売額、総売上額、総税金額、総精算回数、紛失精算回数、

紛失精算現金売上額、料金種別毎精算回数・現金領収額、プリペイドカード（

回数券）使用回数・金額、サービス券種別毎精算枚数・金額、店№毎割引回数

・金額、定期種別毎使用回数、領収証発行回数、サービスタイム内精算回数、

ラグタイム内精算回数、支払不足回数・金額、金庫総入金額、紙幣金庫入金額、

コイン金庫入金額、金銭データ、精算中止回数・精算中止現金売上額、釣銭払

戻額、預り証発行回数、等を設定により任意選択 

上記集計のＴ（トータル）、ＧＴ（グランドトータル）の各小計、合計、前回

Ｔ、前回ＧＴ 

3.12.2) 駐車分類集計（下記 7種より 1種選択） 
①駐車時間別台数集計 （48 分類） 

②駐車時間別台数、料金集計 （48 分類） 
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全自動料金精算機（ＡＰ） 

 3／3 ＳＳ－Ｇ４７０１３ 

③駐車料金別台数集計 （48 分類） 

④駐車料金別台数、料金集計 （48 分類） 

⑤入車時刻別精算台数集計 （48 分類） 

⑥精算時刻別精算台数集計 （48 分類） 

⑦入車、精算時刻別精算台数集計 （48 分類） 

3.13) 定 期 券        ＰＥＴ材（アマノバイナリーカード） 

54 ㎜（巾）×85.7 ㎜（長）／1枚 

基本・拡張 1～3を合わせて 12000 件登録可能（種別 15 種分類

可能） 

※ＴＦシリーズと併用する場合は 4000 件（種別 8種） 

非接触ＩＣ（Mifare）カード（オプション） 

3.14) プリペイドカード        設定金額 10～61000 円（使用毎に残り金額を書換えて返却） 

使用度数（7段階）をマークプリント 

※回数券との併用運用は不可 

3.15) 回 数 券        1 度数設定金額 10～9990 円または無料 

1 枚で 11 度数使用可能（使用毎に残り度数を書換えて返却） 

使用度数（11 段階）をマークプリント 

※プリペイドカードとの併用運用は不可 

3.16) サ ー ビ ス 券        15 種（時間割引、料金割引、車種切換） 

3.17) 掛 売 券        店№1～100（時間割引、料金割引、車種切換） 

3.18) 駐車券掛売処理 
3.18.1) 割引ライター（AR150） 

店№1～255（時間割引、料金割引）割引種別 7種類まで可能 

※割引券・掛売券との併用運用は不可 

3.19) 割 引 内 容        

3.19.1) 時間割引 0～99 時間 59 分（1分単位） 

3.19.2) 料金割引 0～9990 円（10 円単位） 

3.19.3) 車種切換 12 種 

3.20) 外部出力信号        8 出力（無電圧接点）以下の信号より任意選択可能 

ゲート開・ゲート閉（カーゲート連動時には必須） 

精算完了、釣銭切れ・予告、レシート切れ・予告、トラブル、 

ドア警報（該当キーを解除せずに左扉を開いた場合に出力）、

金庫満杯、満車、他 

3.21) 外部入力信号        3 入力（無電圧接点）以下の信号より任意選択可能  

ゲート閉状態(カーゲート連動時には必須)、車種切換、強制休

業、強制営業、外部ゲート開、外部ゲート閉、ゲート開放、他 

3.22) そ の 他        ・手順案内音声装置内蔵 

・連絡用インターホン子機取付 

・特別日（年間 31 日）と特別期間（年間 3期間）、が設定可能 

 ﾊｯﾋﾟｰﾏﾝﾃﾞｰ、春分・秋分の日対応 

・拡張外部入力（4点）出力（8点）機能 

・寒冷地ヒーター（オプション） 

・IC クレジットカード精算（オプション） 

・電子マネー精算（オプション） 

・防犯プロテクター付（オプション） 



 

機器仕様書 

事前精算機（ＡＰＩ） 

 1／3 ＳＳ－Ｇ４８０１１ 

1. 概要 
1.1) 駐車場出口での精算待ち混雑を防止するため、出場の際、乗車前に駐車料金の精算

（事前精算）を当機で行います。 

1.2) 事前精算を行うと精算済み駐車券が利用者に返却されます。事前精算した時刻から許
可時間（ラグタイム）内であれば、出口では精算済み駐車券の投入だけで出場が可能

となり、出場精算にかかる時間を短縮することができます。 

1.3) 利用者が精算開始釦を押すことにより、各投入口のシャッターが開いて精算が可能な
状態になります。 

1.4) 精算時、内蔵された音声合成装置により各過程に合わせて操作を促す案内放送を行い
ます。 

1.5) 駐車券投入口に駐車券を差し込むと駐車料金を計算し表示します。支払いは硬貨又は
千円紙幣で精算できます。その他サービス券、プリペイドカードでの精算も可能です。 

1.6) 精算が完了すると、精算時刻を駐車券に印字及び磁気書込みして返却します。 
1.7) 該当釦を押すことにより領収証を発行することができます。 
1.8) 精算記録及び集計記録はジャーナルプリンタ、または電子ジャーナルに記録されます。

（オプション） 

1.9) 金銭管理機能により案内表示器に現在の金種毎の保有枚数が表示できます。また、扉
を開けずにつり銭の補充ができます。 

 

2. 定格 
2.1) 電 源        AC100V±10％  50/60Hz（Ｄ種接地） 

2.2) 消 費 電 力        定格：62W 

（ヒーター付 定格：455W） 

2.3) 質 量        約 140kg 

2.4) 塗 装 色        標準色：日塗工 F19-75X 近似色(黄色) 全艶/模様有 

 ご指定色： 

2.5) 材 質        外装ケース：2.0 ㎜鋼板製 

 ベ ー ス     ：6.0 ㎜山形鋼製 

2.6) 形 状        自立型  防雨構造 

2.7) 時 計 方 式        水晶発振方式 週差±3秒以内（20℃～30℃以内） 

停電補償：内蔵バッテリーで累計 3年間 

2.8) 使用周囲温湿度 －10℃～＋40℃ 10％～90％ＲＨ（結露なき事） 

（ヒーター付 －25℃～＋40℃） 

2.9) 据 付        4-M12 のアンカーボルトにより底面を固定 

 

3. 仕様 
3.1) カード読取方式        磁気ストライプ読取方式 

長手 4方向読取（表・裏・前・後） 

但しプリペイドカードは 1方向 

エンボスカード対応可能（読取方向は 2方向） 

3.2) 案 内 表 示        『料金表示（駐車料金、投入金額、残金額、釣り額）時計表示

・操作手順  等』 

バックライト付半透過型Ｆ－ＳＴＮ液晶表示器 

3.3) 操 作 ボ タ ン        とりけし、精算開始、領収証発行 
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3.4) 演 算 機 能        

3.4.1) 計 算 日 数       12 ヶ月 

3.4.2) 計算単位時間 1 分単位  最大 9時間 59 分 

3.4.3) 計算単位料金 10 円単位 最大 999990 円 

3.4.4) 車 種 区 分       12 種 

3.4.5) 料 金 体 系       3 体系 

3.4.6) 料金帯区分       昼夜帯方式：最大 6区分 

 逓減帯方式：最大 12 パターン 

3.4.7) サービスタイム 0～720 分 1 分単位 
3.4.8) グレースタイム 0～120 分 1 分単位（おまけ時間） 
3.4.9) ラ グ タ イ ム        0～120 分 1 分単位（事前精算システム時使用） 

3.4.10) 最大料金の設定 6･12･24 時間最大または時刻指定毎最大の二者択一と絶対最大 
※最大料金の設定は 10円単位で設定 

3.5) 領 収 証 発 行        領収証釦を押すと発行 

3.6) 精 算 中 止        料金投入の途中でとりけし釦を押すと投入金額を返却 

（割引券等を投入している場合は、駐車券に割引内容を記録し

て駐車券のみ返却） 

3.7) 使 用 貨 幣        10・50・100・500 円硬貨及び千円紙幣 

3.8) 釣 銭 装 置        

3.8.1) コインメック 10 円（約 90 枚）、50 円（約 78 枚）、 

 100 円（約 77 枚）、500 円（約 68 枚） 

3.8.2) 手動補給筒       10 円（約 100 枚）／100 円（約 88 枚）の二者択一 

3.8.3) 予蓄カセット 10 円（約 500 枚）／100 円（約 450 枚）の二者択一 

 （オプション） 

3.9) 金庫収納方式        硬貨：鍵付き金庫 

   約 2000 枚（すべて 100 円硬貨の場合） 

紙幣：紙幣リーダーのスタッカーに整列収納 

   約 800 枚（千円札） 

3.10) 営 業 記 録        金庫抜取り（Ｔ合計） 

その他キー操作により任意に領収証用紙に印字・発行 

3.11) 廃 券 枚 数   約 1500 枚 

3.12) 集 計 項 目        

3.12.1) 売上集計 
総現金売上額、総掛売額、総売上額、総税金額、総精算回数、料金種別毎精算

回数・現金領収額、プリペイドカード（回数券）使用回数・金額、サービス券

種別毎精算枚数・金額、店№毎割引回数・金額、領収証発行回数、サービスタ

イム内精算回数、金庫総入金額、紙幣金庫入金額、コイン金庫入金額、金銭デ

ータ、等を設定により任意選択 

上記集計のＴ（トータル）、ＧＴ（グランドトータル）の各小計、合計、前回

Ｔ、前回ＧＴ 

3.12.2) 駐車分類集計（下記 7種より 1種選択） 
①駐車時間別台数集計 （48 分類） 

②駐車時間別台数、料金集計 （48 分類） 

③駐車料金別台数集計 （48 分類） 

④駐車料金別台数、料金集計 （48 分類） 
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⑤入車時刻別精算台数集計 （48 分類） 

⑥精算時刻別精算台数集計 （48 分類） 

⑦入車、精算時刻別精算台数集計 （48 分類） 

3.13) プリペイドカード        設定金額 10～61000 円（使用毎に残り金額を書換えて返却） 

使用度数（7段階）をマークプリント 

※回数券との併用運用は不可 

3.14) 回 数 券        1 度数設定金額 10～9990 円または無料 

1 枚で 11 度数使用可能（使用毎に残り度数を書換えて返却） 

使用度数（11 段階）をマークプリント 

※プリペイドカードとの併用運用は不可 

3.15) サ ー ビ ス 券        15 種（時間割引、料金割引、車種切換） 

3.16) 掛 売 券        店№1～100（時間割引、料金割引、車種切換） 

3.17) 駐車券掛売処理 
3.17.1) 割引ライター（AR150） 

店№1～255（時間割引、料金割引）割引種別 7種類まで可能 

※割引券・掛売券との併用運用は不可 

3.18) 割 引 内 容        

3.18.1) 時間割引 0～99 時間 59 分（1分単位） 

3.18.2) 料金割引 0～9990 円（10 円単位） 

3.18.3) 車種切換 12 種 

3.19) 外部出力信号        8 出力（無電圧接点）以下の信号より任意選択可能 

釣銭切れ・予告、レシート切れ・予告、トラブル、 

ドア警報（該当キーを解除せずに左扉を開いた場合に出力）、

金庫満杯 

3.20) 外部入力信号        3 入力（無電圧接点）以下の信号より任意選択可能  

車種切換、強制休業、強制営業 

3.21) そ の 他        ・手順案内音声装置内蔵 

・連絡用インターホン子機取付 

・特別日（年間 31 日）と特別期間（年間 3期間）、が設定可能 

 ﾊｯﾋﾟｰﾏﾝﾃﾞｰ、春分・秋分の日対応 

・拡張外部入力（4点）出力（8点）機能 

・寒冷地ヒーター（オプション） 

・非接触 IC（Mifare）カード（オプション） 

・IC クレジットカード精算（オプション） 

・電子マネー精算（オプション） 



 

別紙 5 参考仕様書 

 

１．舞台照明設備保守点検業務仕様書 

 

２．舞台音響設備保守点検業務仕様書 

 

３．舞台吊物保守点検業務仕様書 

 

４．電動式移動観覧席保守点検仕様書 

 

５．電話交換機設備保守点検業務仕様書 

 

６．自動ドア設備保守点検業務仕様書 

 

   ７．駐車場管制設備保守点検業務仕様書 

 

 

 

 

  各仕様書記載の対象施設・機器の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。 

 



太陽光発電設備点検業務仕様書 

１．総則 

太陽光発電設備点検業務に関し、その適正を期するため必要な事項を定める。 

２．業務内容 

   太陽光発電設備について、年 1 回の頻度で点検を行い、結果を記録・報告する。 

３．業務実績の確認 

業務実施確認のため必要がある場合は、現場写真及び各報告書等の提出を求める。 

４．その他 

   ① 点検結果、早急に対応する必要がある不具合が判明した際には、応急の対策を

講じるとともに、本市担当者へ連絡するものとする。それ以外の不具合につい

ては、写真とともに報告書にまとめた上で、報告を行うこととする。 

   ② 点検は、台風シーズン前に実施することとし、点検後直近の設備点検報告会に

て、状況の報告を行うこと。 

   ③ 点検には高所及び危険個所があるため、必要な安全対策を講じるととともに、

必ず複数により点検を行うこと。 

   ④ 業務上知り得た秘密は厳守するとともに、関係法令を遵守し、安全の確保を最

大限に努めるものとする。 

   ⑤ 仕様書に記載のない事項については、協議により、定めるものとする。  

 

 

                                 



神戸市立長田区文化センター 

 

・機器一覧表ほか ＜別紙－１＞ 

 

・法定資格者一覧 ＜別紙－２＞ 

 

・消耗品一覧表 ＜別紙－３＞ 

 

・法定点検及び定期点検業務一覧表 ＜別紙－４＞ 

 

・参考仕様書 ＜別紙－５＞ 

 

 

 



機器一覧表（電気設備、建築関係他） 長田区文化センター

電気設備は、共用の電気室より電源供給を受けている。

照明器具、配線器具等 1式 各所
電灯盤 1式 各所
動力盤 1式 各所
弱電盤 1式 各所

防火区画 1式 各所
構内配電線路 1式 各所

拡声設備 増幅器 、卓上マイク 1式
チューナー 1
スピーカー 1式

トイレ呼出表示装置 6窓 ３階

監視カメラ設備 カメラ　10台 モニターテレビ　1台 1式 事務所 ３・４階
シーケンシャルコントローラー　1台

電話設備 電子交換機 48回線 1式 事務所 ３・４階
電話機 1式 各所

非常用の照明装置 1式 各所

防火扉（随時閉鎖式のもの） ３箇所扉５枚 台 各所
防火シャッター ６箇所 台

自動ドア 片開き　３箇所 1式 各所

台
数

設置場所設置年記号 機器名 仕　　　　　　様 電気容量

建築関係、その他

通信情報設備

防災設備

事務所

防火設備

動力・電灯設備その他

３階



膨張タンク 1基 維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること

４Ｆ

給湯ボイラー 2台

３Ｆ

大便器

洋式11台　和式6台 ３Ｆ・４Ｆ

小便器

大人用13台　子供用2台 ３Ｆ・４Ｆ

身障者用便器

6台 ３Ｆ・４Ｆ

洗面器

18台 ３Ｆ・４Ｆ

3台

仕様

FRP製
1000×1000×1000

設　置　場　所 数量

５Ｆ 1基

３Ｆ・４Ｆ

受水槽

品　　　　番

掃除流し

記　号

出力130,000kcal
貯湯量125ℓ

掃除流し

機　器　名　称 備考

維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること

☆　長田区文化センター機器一覧表（機械設備）　☆

ＦＲＰ製
57m3



維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること

維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること

維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること

維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること各所

4台

3F職員更衣室

3F音楽鑑賞会議室

50台

1台

維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること

維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること

11台

1組

1台

数量 用途・形式・容量

8基

1基

1台

維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること

パッケージエアコン RZYP160A/A010853(6馬力)

冷却塔 360RT、2,116,800kcal/h

冷温水ポンプ
エバラ65SF62.2×2
65SG63.7B 125SF611

ルームエアコン サンヨーSAP-CSK45T2

設　置　場　所

☆　長田区文化センター機器一覧表（機械設備）　☆

冷房能力 141kW
加熱能力 123kW

エアハンドリングユニッ
ト

新晃工業MK-160
2MK-185 BK-160×2

冷却水ポンプ エバラ150×125FS4K637

ガス吸収式冷温水発生機

記　号 機　器　名　称 仕様 品　　　　番

B3F空調機械室 4台

B3F空調機械室

B3F空調機械室

4F屋上

B3F空調機械室

ファンコイルユニット

パッケージエアコン RAS-GP56RSHJ1H(2.3馬力)

排気ファン

PUZ-ERMP160LA6(6馬力)

4F陶芸室

3Fﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室（南北）

1組

2台

RAS-GP160RSH1(6馬力)

パッケージエアコン

パッケージエアコン R0A-AP1601HS(6馬力)

パッケージエアコン

3F多目的ホール

3F体育館前室

各所

1台



 

 

＜別紙―１＞機器一覧表（長田区文化センター） 

 

１．電気設備、建築関係他 

 

２．機械設備 

 

 

  各表記載の対象施設・機器の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。 



＜別紙－２＞法定資格者一覧表

法定資格者名称 根拠法令等 必要資格

防火管理者 消防法
○

甲種防火対象物

防災管理者 消防法 -

危険物取扱者 消防法 -

電気主任技術者 電気事業法 -

建築物環境衛生管理技術者
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律

-

警報設備の監視、操作等に従事する者の
資格

神戸市火災予防条例 ○

総合操作盤又はこれらに類する制御盤の
監視、操作等に従事する者の資格

神戸市火災予防条例 -

エネルギー管理員又はエネルギー管理士
エネルギーの使用の合理化に関する法
律

-

上記以外で必要となる法定資格者についても、指定管理者において選任すること。

〔凡例〕

（○）で示す資格については、選任が必要である。

（－）で示す資格については、選任は不要である。

（※）で示す資格については、法令上の配置は不要であるが、本施設の維持管理を実施するに当たり
必要な資格とする。



（長田区文化センター）                                   ＜別紙‐３＞ 

 

【消耗品一覧表】                       

・  各種燃料及び潤滑油、蓄電池用精製水 

・  管球類、ヒューズ 

・  空調・換気用フィルター類 

・  Ｖベルト、パッキン類、温度計、圧力計 

・  各種薬品類（水処理薬品、残留塩素用試薬、ボイラ用薬剤、殺虫剤等） 

・ ウエス、潤滑油、グリス、スムーサー、刷毛、接着剤 

・ 記録紙、点検用紙、コピー用紙、記録用メディア（フロッピーディスク等）、プリンタ

ー用インク・トナー、乾電池等 

・  防塵マスク、防塵眼鏡、軍手等 

・  配管材、継手、各種ねじ類、フランジパッキン、シール材、ホースバンド、ビニルテ

ープ、接着剤等 

・ 箒、塵取、バケツ、ホース、雑巾、ラバーカップ、ごみ袋等 

・ その他 

※ 消耗品について疑義が生じた場合、市と協議の上決定する。 

  



法定点検及び定期点検業務一覧表（長田区文化センター）　 ＜別紙－４＞

点  検  項  目 点検周期   備      考

（法定点検）

公共建築物の定期点検
(建築)１回/３年
(設備)１回/１年
(防火)１回/１年

建築基準法12条関連。
(建築 (※1)、設備 (※2)、防火
(※3))

フロン改正法に伴う点検 法令準拠
フロン類の使用の合理化及び管理
の適正化に関する法律

飲料水槽清掃 １回/年

受水槽（呼称・57㎥）
簡易専用水道の検査共
業務は施設全体の管理者へ委託する
こと

防火シャッター設備点検 １回/年

（定期点検）

電話設備保守点検 別紙－５参照

自動ドア設備保守点検 別紙－５参照

【注記】

「特定建築物等定期点検業務基準（最新版を適用）」（一般財団法人　日本建築防災協会　発行）による。

「建築設備定期検査業務基準書（最新版を適用）」（一般財団法人　日本建築設備・昇降機センター　発行）による。

「防火設備定期検査業務基準（最新版を適用）」（一般財団法人　日本建築防災協会　発行）による。

点検周期については、特記がある場合を除き、

「建築保全業務共通仕様書（最新版を適用）」（一般財団法人　建築保全センター　発行）による。

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づく、省エネ措置に関する定期報告については、当該法律に則り、神戸市
と協議のうえ実施するものとする。



１．総  則

本仕様書は、電話設備保守点検業務の委託に関し、その適正を期するために必要な事項を定めたも

のである。

以下委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。

２．委託物件の名称及び所在地

　　神戸市長田区若松町５丁目１－１

３．委託業務対象機器

ディジタル電子交換機(48回線） 　１式

多機能電話機 　１式

一般内線電話機 　１式

自動応答装置 　１式

インバンドリンガー専用線装置 　１式

４．委託期間

令和８年４月１日　から　令和９年３月３１日まで

５．点検回数

定期点検　　１回/月

６．委託業務の内容

甲は、乙に次の業務を委託し、乙は対象設備の機能がたえず円滑に稼動できるよう点検を行うもの

とする。

(1) 定期点検業務

点検項目

・交換機（制御部・各種信号・監視警報）

・電源（整流器・バッテリー）

・端末機器他（多機能電話機・一般電話機・留守番装置・ＭＤＦ・配線関係）

・局線機能（局線発信・着信応答・局線転送・局線保留・保留音・短縮ダイヤル）

・内線機能（内線相互）

・その他機能

(2) 臨時点検業務

乙は設備の不時の故障等、甲から要請があった場合には、速やかに点検を実施すること。

７．業務従事者

乙は、委託業務を円滑に実施するため業務の内容を十分に熟知した技術者を確保すること。

神戸市立長田区文化センター

電話設備保守点検業務委託仕様書(長田区文化センター）



８. 業務実施計画書の提出

乙は、定期点検業務の実施にあたり事前に実施工程表、休日・緊急時連絡表等を作成し、甲に提出

すること。

９. 報告書の提出

(1) 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに業務実施内容を記録した点検結果報告書を必要部数

（原則２部）提出すること。

(2) 報告書の様式は、乙が作成し甲の承認を得るものとする。

10. 検  査

(1) 甲は、点検業務が終了したときこれに基づき検査を行う。

(2) 検査の結果、合格と認められない部分については、乙は、速やかに甲の指示に従い乙の負担におい

て再点検、修理等を行うこと。

11. その他の事項

(1) 乙は、委託業務の履行にあたって、委託業務対象設備に関連のある機器の保守点検業者とは、協調

して業務を行うこと。

(2) この仕様書に記載のない事項、又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議のうえ定める

ものとする。



１．一般適用事項

　　　この仕様書は、保守請負業の実施方法の大要を示すものであるから、業務の性格上当然実施しな

　　ければならないものは勿論、軽微な部分の記載のない場合でも、自然付帯の業務はすべて係員と協

　　議のうえ契約金額の範囲内で実施する。

　　　請負者は、各装置に熟知した技術者を派遣し、下記諸条項に基づいて自動開閉装置を安全快適な

　　状態に保つよう保守を実施するものとする。

　　　保守業務に必要な工具及び測定器並びに消耗品は、請負者の負担とする。

２．委託物件の名称及び所在地

　　　神戸市立長田区文化センター 神戸市長田区若松町５丁目1－1

３．委託期間

　　　令和   ８ 年　４　月　１　日～令和　９　年　３　月　３１　日

４．保守方法

　　　保守点検整備対象

　　ア．ドアエンジン装置（本体）

　　イ．ドアエンジン動力部装置

　　ウ．ドアエンジン制御部装置

　　エ．ドアエンジン操作スイッチ及び制御スイッチ

　　　保守点検整備内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　ア．定期保守点検項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ａ．ドアエンジン装置各部の点検及び調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｂ．ドアエンジン開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整　　　　　　　　

　　　ｃ．ドアエンジン装置の電気回路の異常有無の点検及び調整　　　　　　　　　　　　　

　　　ｄ．オイルもれの有無点検及び調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｅ．オイル不足、潤滑油不足の点検及び補充　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｆ．ドアが当たっていないか、摺れていないか点検整備

　　　ｇ．消耗度の甚しい部分はないか点検

　　　ｈ．その他の点検及び調整

　　イ．障害保守

　　　　係員から故障発生の連絡があった場合には直ちに要員を派遣し、保守を行う。

　　ウ．保守点検報告書

　　　　定期及び障害保守において、作業終了後は報告書を提出し、検査印を受けると共に、別途修理

　　　を必要とする箇所を発見した時は、直ちに係員に報告し協議する。

　　エ．消耗部品

　　　　消耗部品（パッキン・リング・ヒューズ・オイル等）の取替調整は無償とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５．保守回数

　　　定期保守回数は年２回とし、８月と２月で行うこと。　　　　　　　　

自動ドア設備保守点検業務委託仕様書   (長田区文化センター）　



 

〈別紙―５〉 参考仕様書（長田区文化センター）    

 

１．電話設備保守点検業務委託仕様書 

 

２．自動ドア設備保守点検業務委託仕様書 

 

 

  各仕様書記載の対象施設・機器の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。 



神戸市立長田区文化センター別館 

 

・機器一覧表ほか ＜別紙－１＞ 

 

・法定資格者一覧 ＜別紙－２＞ 

 

・消耗品一覧表 ＜別紙－３＞ 

 

・法定点検及び定期点検業務一覧表 ＜別紙－４＞ 

 

・参考仕様書 ＜別紙－５＞ 

 

 

 



機器一覧表（電気設備、建築関係他） 長田区文化センター別館

電気設備は、共用の電気室より電源供給を受けている。

照明器具、配線器具等 1式 1988 各所
電灯盤 1式 1998 各所
動力盤 1式 1998 各所
弱電盤 1式 1998 各所

防火区画 1式 1998 各所
構内配電線路 1式 1998 各所

調光設備 主幹盤 1 1998
調光盤 1式 1998
調光ユニット 1式 1998
制御盤 1式 1998
操作卓 1式 1998
リモコン盤 1式 1998

その他関連機器 1式 1998

拡声設備 増幅器 、操作機1台 1式 1998
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱﾅｳﾝｽﾏｼﾝ 1 2018
ｽﾋﾟｰｶｰｾﾚｸﾀｰ 1 2018
スピーカー 1式 1998

音響設備 音響調整卓 1式 2010
録音再生機器 CDﾌﾟﾚｰﾔｰ、ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1式 1998

DAT、ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ等
電力増幅架　ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ11台、ﾌﾟﾛｾｯｻｰ 1式 1998
　　　　　　　　 ﾊﾟｯﾁ盤、ﾓﾆﾀｰﾊﾟﾈﾙ、入力切換部
　　　　　　　　 入出力部、ｲﾝｶﾑ、ｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
　　　　　　　　 ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ、ﾜｲﾔﾚｽ受信機、
　　　　　　　　 電源制御ﾕﾆｯﾄ
　　　　　　　　 収納架5台

スピーカー 1式 1998
ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑ、ｻｲﾄﾞｽﾋﾟｰｶｰ、
ﾌﾛﾝﾄｽﾋﾟｰｶｰ、天井ｽﾋﾟｰｶｰ
ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶｰ

その他 1式 1998
ﾌﾛｱｰﾏｲｸ、ﾏｲｸ・ｽﾋﾟｰｶｰｺﾝｾﾝﾄ
ﾏｲｸ・延長ｺｰﾄﾞ

音響機器 ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ、ﾐｷｻｰ、ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ 1式 1998
ﾜｲﾔﾚｽ受信機、GEC、 1式 1998
CDﾌﾟﾚｰﾔｰ、ｱﾝﾌﾟ 1式 1998
ﾏｲｸ 1式 1998

音響機器 ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ、ﾐｷｻｰ、ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ 1式 1998
ﾜｲﾔﾚｽ受信機、GEC、 1式 1998
ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ、ｱﾝﾌﾟ 1式 1998
ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 1式 1998
ﾏｲｸ 1式 1998

音響機器 ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ、ﾐｷｻｰ、ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ 1式 1998
ﾜｲﾔﾚｽ受信機、GEC、 1式 1998
ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ、ｱﾝﾌﾟ 1式 1998
ﾁｭｰﾅｰ 1式 1998
ﾏｲｸ 1式 1998

音響機器 ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ、ﾐｷｻｰ、 1式 1998
ﾜｲﾔﾚｽ受信機、GEC、 1式 1998
ｱﾝﾌﾟ、ｶﾒﾗ及び駆動ﾕﾆｯﾄ 1式 1998
ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ、ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 1式 1998
ﾏｲｸ 1式 1998

監視カメラ設備 カメラ12台、モニター 2台、 1式 1998 事務所 ３階
電源装置、コントローラー機器 1式 1998

トイレ呼出表示装置 3窓 1式 1998 事務所 ３階

電話設備 電子式交換機 1式 2015 事務所 ３階
電話機 1式 1998

通信情報設備

事務所

クラフト室 ３階

料理教室

ホール ３階

会議室 ３階

動力・電灯設備その他

３階

多目的ホール ３階

ホール ４階

３階

台
数

設置場所設置年記号 機器名 仕　　　　　　様 電気容量



機器一覧表（電気設備、建築関係他） 長田区文化センター別館

台
数

設置場所設置年記号 機器名 仕　　　　　　様 電気容量

非常用の照明装置 1式 1998 各所

防火扉（随時閉鎖式のもの） ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前 1台 1998 各所
防火シャッター ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前、和室出入口、受付窓口 3台 1998
耐火クロススクリーン 台
ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備 台

電動可動席 可動席　26席 1式 1998 ホール ３階
固定席　388席

舞台吊物装置 ワイヤー 1式 1998
滑車、ガイドレール、ロープ、引幕レール 1式 1998
スクリーン、電動機、吊物制御盤 1式 1998

ホール ３階

建築関係、その他

防災設備

防火設備



２．機械設備（長田区文化センター別館）  

 

機械設備概要 

１．空気調和設備 

・空冷ヒートポンプチラー(冬季はボイラー)による個別空調方式(エアハンドリングユニット、

ファンコイルユニット)  

・空冷ヒートポンプパッケージエアコンによる個別空調方式 

 

２．換気設備 

換気ファン一式 

 

３．排煙設備 

共用排煙ファンによる機械排煙設備 

 

４．自動制御設備 

空調関連機器の運転等を行う 

 

５．衛生器具設備 

衛生陶器、給水器具等一式 

 

６．給水設備 

共用受水槽加圧給水方式（給水引き込み口径 50） 

 

７．排水設備 

１階以上は屋内分流式、屋外合流式の自然流下方式及び地階は汚水槽、雑排水槽に貯留し、

各排水ポンプにて屋外会所に放流 

 

８．給湯設備 

ガス給湯器による局所給湯方式(循環ポンプあり) 

 

９．消火設備 

共用設備として、スプリンクラー消火設備、泡消火設備、屋内消火栓設備ほか 

 

１０．ガス設備 

都市ガス１３Ａ 



2台

20組

10組

25組 手洗い器含む

1枚

3組

1式

4組

1組

調理実習台 7台

☆　長田区文化センター別館機器一覧表（機械設備）　☆

仕様

SUS製床置き型、容量9ℓ

発熱量860kcal/h

設　置　場　所 数量

3F倉庫 1台

7台

3Fクラフト室

3F料理教室

6台

洗濯パン

掃除流し

水栓類

ユニットキッチン

ウォーターラインヒー
ター

給湯循環ポンプ

品　　　　番

小便器

機　器　名　称記　号

化粧鏡

膨張タンク

グリストラップ

ガス給湯器

電気温水器

大便器

プラスタートラップ 2台

3F倉庫 1台

1台3F倉庫

洗面器

備考



運転操作及び監視業務は施設全体の管理者に委託すること。

運転操作及び監視業務は施設全体の管理者に委託すること。

運転操作及び監視業務は施設全体の管理者に委託すること。

運転操作及び監視業務は施設全体の管理者に委託すること。

チラー用4基、ボイラー用1基

ビル用マルチユニット型 PAC-04～13、PAC-16

運転操作及び監視業務は施設全体の管理者に委託すること。

11組

5台

16台

5台

18台

16台

数量 用途・形式・容量

1台
運転操作及び監視業務は施設全体の管理者に委託すること。

運転操作及び監視業務は施設全体の管理者に委託すること。

☆　長田区文化センター別館機器一覧表（機械設備）　☆

換気ファン

全熱交換器

空冷ヒートポンプチラー
冷凍能力160,000kcal/h
加熱能力160,000kcal/h

空冷ヒートポンプチラー
冷凍能力67,000kcal/h
加熱能力64,500kcal/h

ユニット型空気調和機

ファンコイルユニット

設　置　場　所

1台屋上

屋上

空冷ヒートポンプチラー
冷凍能力106,000kcal/h
加熱能力104,000kcal/h

空冷ヒートポンプチラー
冷凍能力132,000kcal/h
加熱能力130,000kcal/h

暖房用温水ボイラー

品　　　　番

無圧式立型　暖房1回路
60,000kcal/h

記　号 機　器　名　称 仕様

1台

1台

屋上 1台

屋上

屋上

空冷ヒートポンプパッ
ケージエアコン

5基膨張タンク

ベースボードヒーター



 

 

＜別紙―１＞機器一覧表（長田区文化センター別館） 

 

１．電気設備、建築関係他 

 

２．機械設備 

 

 

  各表記載の対象施設・機器の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。 



＜別紙－２＞法定資格者一覧表

法定資格者名称 根拠法令等 必要資格

防火管理者 消防法
○

甲種防火対象物

防災管理者 消防法 -

危険物取扱者 消防法 -

電気主任技術者 電気事業法 -

建築物環境衛生管理技術者
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律

-

警報設備の監視、操作等に従事する者の
資格

神戸市火災予防条例 ○

総合操作盤又はこれらに類する制御盤の
監視、操作等に従事する者の資格

神戸市火災予防条例 -

エネルギー管理員又はエネルギー管理士
エネルギーの使用の合理化に関する
法律

-

上記以外で必要となる法定資格者についても、指定管理者において選任すること。

〔凡例〕

（○）で示す資格については、選任が必要である。

（－）で示す資格については、選任は不要である。

（※）で示す資格については、法令上の配置は不要であるが、本施設の維持管理を実施するに当たり必
要な資格とする。



（長田区文化センター別館）                        ＜別紙‐３＞ 

 

【消耗品一覧表】                       

・  管球類、ヒューズ 

・  空調・換気用フィルター類 

・  Ｖベルト、パッキン類、温度計、圧力計 

・  各種薬品類（水処理薬品、残留塩素用試薬、ボイラ用薬剤、殺虫剤等） 

・ ウエス、潤滑油、グリス、スムーサー、刷毛、接着剤 

・ 記録紙、点検用紙、コピー用紙、記録用メディア（フロッピーディスク等）、プリンタ

ー用インク・トナー、乾電池等 

・  防塵マスク、防塵眼鏡、軍手等 

・  配管材、継手、各種ねじ類、フランジパッキン、シール材、ホースバンド、ビニルテ

ープ、接着剤等 

・ 箒、塵取、バケツ、ホース、雑巾、ラバーカップ、ごみ袋等 

・ その他 

※ 消耗品について疑義が生じた場合、市と協議の上決定する。 

 



＜別紙－４＞

法定点検及び定期点検業務一覧表（長田区文化センター別館）　 

点  検  項  目 点検周期   備      考

（法定点検）

公共建築物の定期点検
(建築)１回/３年
(設備)１回/１年
(防火)１回/１年

建築基準法12条関連。
(建築 (※1)、設備 (※2)、防火
(※3))

フロン改正法に伴う点検 法令準拠
フロン類の使用の合理化及び管理
の適正化に関する法律

ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく
第二種圧力容器点検

法令準拠
ボイラー及び圧力容器安全規則
第88条

（定期点検）

空調・給湯設備保守点検 別紙-５参照

自動制御機器保守点検 別紙-５参照

空調機用フィルター交換及び清掃 別紙-５参照

グリストラップ・フード・阻塵器清掃 別紙-５参照

照明調光設備保守点検 別紙-５参照

舞台音響設備保守点検 別紙-５参照

舞台吊物設備保守点検 別紙-５参照

電話設備保守点検 別紙-５参照

【注記】

※1

※2　

※3

※4

※5

「特定建築物等定期点検業務基準（最新版を適用）」（一般財団法人　日本建築防災協会　発行）による。

「建築設備定期検査業務基準書（最新版を適用）」（一般財団法人　日本建築設備・昇降機センター　発行）による。

「防火設備定期検査業務基準（最新版を適用）」（一般財団法人　日本建築防災協会　発行）による。

点検周期については、特記がある場合を除き、

「建築保全業務共通仕様書（最新版を適用）」（一般財団法人　建築保全センター　発行）による。

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づく、省エネ措置に関する定期報告については、当該法律に則り、神戸
市と協議のうえ実施するものとする。



機械設備管理業務仕様書(長田区文化センター別館) 

 

（１）空調機他運転点検（4回/年） 

別添仕様書にて実施 

 

（２）自動制御機器保守点検作業（２回/年） 

別添仕様書にて実施 

 

（３）空調機用フィルター清掃作業（4回/年） 

名  称 数  量 

ＡＣ－０１０  

プレフィルター(フル５・ハーフ５) １０枚 

熱交換器プレフィルター １６枚 

ＡＣ－０１１  

プレフィルター(フル６・ハーフ４) １０枚 

ＡＣ－０１２  

プレフィルター(フル３・ハーフ１) ４枚 

熱交換器用プレフィルター １６枚 

ＡＣ－０１３  

プレフィルター(フル６・ハーフ２) ８枚 

ＡＣ－０１４  

プレフィルター(フル４) ４枚 

 

（４）グリストラップ・フード及び阻塵器清掃 

グリストラップ清掃(料理教室) ４回/年 

フード清掃 大１台(料理教室) ２回/年 

フード清掃 中６台(料理教室) ２回/年 

阻塵器(クラフト室)      ４回/年 

グリストラップ７基、阻塵器２基が対象。 





























１．総  則

 本仕様書は,舞台用照明調光設備保守点検業務 の委託に関し、 その業務の適正を期するために必要

な事項を定めたものである。

 以下、委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。

２．委託物件の名称及び所在地

  神戸市立長田区文化センター別館　

　神戸市長田区若松町４－２－１５

３．委託業務対象機器

　甲は、別紙１「点検対象設備」に示す機器の点検を乙に委託する。

４．委託期間

令和　年　月　日　から　　令和　年　月　日　まで

５．委託業務の内容

  甲は、乙に次の業務を委託し、乙は対象設備の機能がたえず円滑に稼動できるよう点検を行う

ものとする。

(1) 定期点検業務

 設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙１の「点検項目」について点検を

行うこと。

(2) 臨時点検業務

乙は設備の不時の故障等、甲から要請があった場合には、速やかに点検を実施すること。

６．保守部品

(1)  委託業務の遂行上必要な部品類は、業務の円滑化を図るため、予め乙において十分に準備

しておくこと。

(2) 点検の結果、取替えを必要とする部品類は、甲の了解を得た後に取替えるものとする。

７．費用負担等

(1)  点検実施に基づき交換の必要を生じた部品等の費用は、別途支払うものとするが、ヒューズ

パイロットランプ類、各種油、ウエス、グリス等は、乙の負担とする。

(2) 委託業務の履行に必要な工具類、保守消耗品、清掃用具類は、乙の負担とする。

点検回数　　　　１回/年

照明調光設備保守点検業務委託仕様書（長田区文化センター別館)



８．業務従事者

乙は、委託業務を円滑に実施するため業務の内容を十分に熟知した技術者を確保すること。

９．提出書類

甲の指示する様式のもの。

10. 業務実施計画書の提出

 乙は、定期点検業務の実施にあたり事前に実施工程表、休日・緊急時連絡表を作成し、甲に提出する

こと。

11. 報告書の提出

(1) 乙は、定期点検・臨時点検業務が完了したときは、速やかに業務実施内容を記録した点検結果報告

書及び点検写真を必要部数（原則２部）提出すること。

(2) 報告書の様式は、乙が作成し甲の承認を得るものとする。

12. 検  査

(1) 甲は、点検業務が終了したときこれに基づき検査を行う。

(2) 検査の結果、合格と認められない部分については、乙は、速やかに甲の指示に従い乙の負担において

再点検、修理等を行うこと。

13. その他の事項

(1) 乙は、委託業務の履行にあたって、委託業務対象施設に関連のある機器の保守点検業者とは、協調

して業務を行うこと。

(2) この仕様書に記載の無い事項、又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議のうえ定める

ものとする。



別紙１

NO. 数 量

1 　主幹盤 １面

2 　調光盤 １面 　（外観、構造点検）

3 　調光ユニット １式

4 　操作卓 １台

5 　リモコン盤 １面

6 　制御盤 １式

　（電気特性試験）

・各操作出力信号電圧
（固定ﾁｬﾝﾈﾙの出力信号レベル）

・クロスフェーダ出力信号レベル

点検対象設備及び点検項目

・絶縁抵抗測定
・入力電圧測定

・制御電源部電圧測定
・ユニット信号電圧（１００％点灯）

・プリセット調光出力電圧（特性記録）
（全ユニットの対信号レベル出力電圧）

点 検 対 象 設 備 点　検　項　目

・各部品の損傷、亀裂確認
・各接続端子の増し締め

・配線、半田付け箇所の確認
・表示灯の点灯確認

・フェーダの機能、動作の確認
・記憶装置の機能、動作の確認

・内部清掃



別紙１

NO. 数 量

1 サスペンションライト １式

2 フロアーコンセント １式 　・ケーブルの損傷、亀裂確認

3 クセノンピンスポットライト １式

4 ボーダーライト １式

　・ケーブルの縺れ確認

　・器具吊り下げ金具の確認

　・器具取り付け金具の確認

　・接続端子部の増し締め

　・絶縁抵抗測定（負荷回路）

　・器具外部の清掃

点検対象設備及び点検項目

点 検 対 象 設 備 点　検　項　目



１．総  則

 本仕様書は、舞台音響設備保守点検業務の委託に関し、その業務の適正を期するために必要な事項を

定めたものである。

 以下、委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。

２．委託物件の名称及び所在地

     神戸市立長田区文化センター別館

       神戸市長田区若松町４丁目２-１５

１　回／年 定期点検 実施

３．委託業務対象機器

　甲は、別紙「システム機器構成」に示す機器の点検を乙に委託する。

４．委託期間

　　　　令和　年　月　日　より　　令和　年　月　日　まで

５．委託業務の内容

  甲は、乙に次の業務を委託し、乙は対象設備の機能が正常かつ円滑に稼動できるよう点検を行うものとする

(1) 定期点検業務

 設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙「システム機器構成」に基づき規定回数

実施すること。

(2) 臨時点検業務

乙は設備の不時の故障等、甲から要請があった場合には、速やかに点検を行い原因を追及し正常な運転を

確保すること。

６．保守部品

(1)  委託業務の遂行上必要な部品類は、業務の円滑化を図るため、予め乙において十分に準備しておく

こと。

(2) 点検の結果、取替えを必要とする部品類は、甲の了解を得た後に取替えるものとする。

７．費用負担等

(1)  点検実施に基づき交換の必要を生じた部品等の費用は、別途支払とするが 、ヒューズ、パイロット

ランプ類等は、乙の負担とする。

(2) 委託業務の履行に必要な工具類、保守消耗品、清掃用具類は、乙の負担とする。

舞台音響設備保守点検業務委託仕様書（長田区文化センター別館）



８．業務従事者

乙は、委託業務を円滑に実施するため業務の内容を十分に熟知した技術者を確保すること。

９．提出書類

甲の指示する様式のもの。

10. 業務実施計画書の提出

 乙は、定期点検業務の実施にあたり事前に実施工程表、休日・緊急時連絡表を作成し、甲に提出する

こと。

11. 報告書の提出

(1) 乙は、定期点検業務が完了したときは、速やかに業務実施内容を記録した点検結果報告書及び点検写真

　　　　令和　年　月　日　より　　令和　年　月　日　まで

(2) 報告書の様式は、乙が作成し甲の承認を得るものとする。

12. 検  査

(1) 甲は、点検業務が終了したときこれに基づき検査を行う。

(2) 検査の結果、合格と認められない部分については、乙は、速やかに甲の指示に従い乙の負担において

再点検、修理等を行うこと。

13. その他の事項

(1) 乙は、委託業務の履行にあたって、委託業務対象施設に関連のある機器の保守点検業者とは、協調

して業務を行うこと。

(2) この仕様書に記載の無い事項、又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議のうえ定める

ものとする。





















１．総則

  本仕様書は、吊物設備保守点検業務の委託に関し、その適正を期するために必要な事項を定め

たものである。

　以下、委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。

２．委託物件の所在地

・神戸市立長田区文化センター別館

神戸市長田区若松町４丁目２番１５号

３．委託物件対象機器

　甲は、別紙－１「対象機器一覧」に示す機器の点検を乙に委託する。

４．委託期間

　　 令和　年　月　日まで

５．委託業務の内容

　甲は、乙に次の業務を委託し、乙は対象設備の機能がたえず円滑に稼働できるよう点検を行う

ものとする。

（１）定期点検業務

    設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙－２「保守点検内容」に基づき

　既定回数実施すること。

（２）臨時点検業務

　　乙は、設備の不時の故障等、甲から要請があった場合は、速やかに点検を実施すること。

６．保守部品

（１）委託業務の遂行上必要な部品類は、業務の円滑化を図るため、予め乙において十分に準備

　　しておくこと。

（２）点検の結果取替を必要とする部品類は、甲の了解を得た後に取替るものとする。

７．費用負担等

（１）点検業務に基づき交換の必要を生じた部品等の費用は別途支払うものとするが、ヒューズ

　　パイロットランプ類等は、乙の負担とする。

（２）委託業務の履行に必要な工具類、保守消耗費品、清掃用具類は、乙の負担とする。

（３）その他は、甲乙協議の上定める。

８．業務従事者

　乙は、委託業務を円滑に実施するため業務の内容を熟知した技術者を確保すること。

９．提出書類

（１）乙は、委託業務の実施にあたる乙の組織図（責任者の所属、氏名、連絡方法）を作成し、

    甲に提出すること。

（２）乙は、その都度委託業務に従事する技術員の住所、氏名、生年月日、資格等を記載した名

    簿を甲に提出すること。

（３）その他甲の指示する様式のもの。

　令和　年　月　日より

舞台吊物設備保守点検業務委託仕様書  (長田区文化センター別館）



１０．業務実施計画書の提出

　乙は、定期点検業務の実施にあたり事前に実施工程表、休日・緊急時連絡表等を作成し、甲に

提出すること。

１１．報告書の提出

（１）乙は、委託業務が完了したときは、速やかに点検結果報告書を３部提出すること。

（２）報告書の様式は、乙が作成し、甲の承認を得ること。

１２．検査

（１）甲は、委託業務が終了したときこれに基づき検査を行う。

（２）検査の結果、合格と認められない部分については、乙は、速やかに甲の指示に従い乙の負

　　担において再点検、修理等を行うこと。

１３．その他の事項

（１）乙は、委託業務の履行にあたって、委託業務対象設備に関連のある機器の保守点検業者

　　と協調して業務を行うこと。

（２）この仕様書に記載のない事項、または疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議

　　の上定めるものとする。



別紙－１　対象機器一覧 (長田区文化センター別館）

吊物装置 方　　式 備　　　考

客席バトン（１） 電動ドラム巻取式

客席バトン（２） 電動ドラム巻取式

客席バトン（３） 電動ドラム巻取式

客席バトン（４） 電動ドラム巻取式

客席バトン（５） 電動ドラム巻取式

緞帳 電動ドラム巻取式

ボーダーライト 電動ドラム巻取式

スクリーン 電動ドラム巻取式

引割幕（１） 電動開閉固定吊

引割幕（２） 電動開閉固定吊

暗転幕 電動ドラム巻取式

サスペンションライト（１） ワイヤトラクション式

　令和　年　月　日より ワイヤトラクション式

バトン（１） 手動昇降Ｃ/Ｗバランス式

バトン（２） 手動昇降Ｃ/Ｗバランス式

バトン（３） 手動昇降Ｃ/Ｗバランス式

バトン（４） 手動昇降Ｃ/Ｗバランス式

ホリゾントライト 電動ドラム巻取式

カスミ幕 手動昇降Ｃ/Ｗバランス式

ホリゾント幕 電動ドラム巻取式

反射板装置

可動プロセニアム 電動ドラム巻取式

サイドプロセニアム 手動回転式

側面反射板１，２上手 手動回転式

側面反射板１，２下手 手動回転式

天井反射板（１） 電動昇降変角トラクション式

天井反射板（２） 電動昇降変角トラクション式

天井反射板（３） 電動昇降変角トラクション式

正面反射板 固定式

可動サイドフタ 電動昇降ドラム巻取式

操作・制御盤

主操作盤 舞台下手自立型

副操作盤 映写室壁掛型

制御盤（吊物） ブドウ棚上自立型



制御盤（吊物） CPU



別紙－２　保守点検内容 （長田区文化センター別館）

1. 吊物設備

(1) ワイヤーロープ
・各滑車間、吊パイプ間、ウエート枠間の状態の良否
・吊パイプ、ウエート枠、ワイヤ巻取りドラムの状態の良否
・ワイヤーロープの素線の切断、径の減少、キンク、形崩れ、腐食の有無の点検
・ワイヤーロープの摩損状態の有無
・伸び、吊り下げ状態の良否
・ワイヤーロープの先端及び終端止め金具の締め付け点検
・ワイヤーロープのテンション調整
・ワイヤーロープの径の測定（年１回以上）

　令和　年　月　日より 各滑車、網車 令和　年　月　日まで
・各滑車の状態の良否(摩耗量の計測年１回以上）
・各滑車の欠損、亀裂、摩耗の有無、回転状態及び給油状態の点検
・取付状態の良否、滑車とワイヤ芯のずれの有無
・滑車、網車の回転状態及び給油状態の点検
・回転時の異音の有無
・ワイヤーロープのかかり度の点検調整

(3) 吊パイプ及び幕地
・吊荷重は許容内で分布されているかの状態の良否
・吊り込まれる重量の確認、落下防止は充分か状態の良否
・吊パイプ状態の良否
・吊パイプとワイヤの接続状態の良否
・パイプのジョイント曲りの有無
・各幕布地の損傷の有無
・各幕布地のレベル調整

(4) 電動機
・運転状態の良否
・取付状態の良否
・本体の発熱及び異音、異臭の有無
・軸、軸受けの損傷及びベアリングの異音の有無
・カップリングの傷及びゆるみの有無

(5) 制動機
・取付状態の良否
・作動状態、作動量と作動感度の良否
・制動体の摩耗状態の良否（ブレーキシューの肉厚計測年１回以上）
・滑動部の摩耗、給油状態の良否

(6) 減速機
・取付状態の良否
・油量及び成分の良否（補給含む）
・回転作動状態の良否
・歯車の摩耗状態の良否
・軸受部の発熱状態の良否
・ギヤー関係のギャップ及び砲金の損傷の有無
・軸、軸受けの損傷及びベアリングの異音の有無
・油漏れ及び各パッキン、オイルシールの劣化度の点検
・マシンビームの傷及び、損傷の有無
・ギヤーオイルの粘着度の点検
・ワイヤーロープ巻き取りドラムの溝及び、本体損傷、傷の有無

(7) 減速装置、チェーン、ホイール、プーリー、歯車
・キーのセット、亀裂の良否
・油量及び成分、状態の良否
・回転作動状態、清掃状態の良否
・歯車、鎖車の摩耗状態の良否



・軸受部の発熱状態の良否

(8) 網車、巻取りドラム
・取付状態の良否、破損、主索とのすべりの有無
・引き止め金具の状態の良否
・軸受部の発熱状態の良否
・溝部の摩耗状態の良否

(9) 受電盤、制御盤
・取付状態の良否、加熱などの発生のないこと
・雨水、漏水等の侵入形跡、結露が無いか点検
・供給電圧は規定の数値で始動時、運転時、静止時の差が±10％以上ないか点検
・制御器等の取付状態、リレー、スイッチ作動状態の良否
・制御盤各リレーの接触及び動作の点検
・制御盤内各ヒューズの点検
・端子盤各押釦表示ランプの作動テスト及び接点ギャップの有無
・端子盤のビス等ゆるみの有無

(10) 操作盤
・スイッチ類の破損、取付状態の良否
・ランプの球切れ、緩み等、取付状態の良否（寿命時間の確認）
・安全関係釦、スイッチの作動の良否
・配線のはずれ、ネジの緩み防止の状態の良否
・内外部清掃、内外塗装のはがれの有無

(11) 上・下限スイッチ類
・取付状態、作動状態の良否
・停止精度、確認位置等、再調整の必要の有無
・ファイナルスイッチ、突上げ防止スイッチ類の作動状態の良否

(12) その他
・照明ケーブルの損傷、傷、巻き取りたるみの有無
・全般的な給油及び清掃、調整ボルトナット類の締付作業
・点検日にホール担当者から吊物装置に対して指摘された簡単な作業

2. 絶縁測定

(1) 吊物装置の絶縁測定は毎年１回以上実施する



１．総  則

本仕様書は、電話設備保守点検業務の委託に関し、その適正を期するために必要な事項を定めたも

のである。

以下委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。

２．委託物件の名称及び所在地

　　神戸市長田区若松町４丁目2番15号

３．委託業務対象機器

ディジタル電子交換機 　１式

一般内線電話機 　１式

付属設備 　１式

４．委託期間

令和○○年○○月○○日　から　令和○○年○○月○○日まで

５．点検回数

定期点検　　４回/年

６．委託業務の内容

甲は、乙に次の業務を委託し、乙は対象設備の機能がたえず円滑に稼動できるよう点検を行うもの

とする。

(1) 定期点検業務

点検項目

・交換機（制御部・各種信号・監視警報）

・電源（整流器・バッテリー）

・端末機器他（多機能電話機・一般電話機・留守番装置・ＭＤＦ・配線関係）

・局線機能（局線発信・着信応答・局線転送・局線保留・保留音・短縮ダイヤル）

・内線機能（内線相互）

・その他機能

(2) 臨時点検業務

乙は設備の不時の故障等、甲から要請があった場合には、速やかに点検を実施すること。

７．業務従事者

乙は、委託業務を円滑に実施するため業務の内容を十分に熟知した技術者を確保すること。

８. 業務実施計画書の提出

電話設備保守点検業務委託仕様書(長田区文化センター別館）

神戸市立長田区文化センター別館



乙は、定期点検業務の実施にあたり事前に実施工程表、休日・緊急時連絡表等を作成し、甲に提出

すること。

９. 報告書の提出

(1) 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに業務実施内容を記録した点検結果報告書を必要部数

（原則２部）提出すること。

(2) 報告書の様式は、乙が作成し甲の承認を得るものとする。

10. 検  査

(1) 甲は、点検業務が終了したときこれに基づき検査を行う。

(2) 検査の結果、合格と認められない部分については、乙は、速やかに甲の指示に従い乙の負担におい

て再点検、修理等を行うこと。

11. その他の事項

(1) 乙は、委託業務の履行にあたって、委託業務対象設備に関連のある機器の保守点検業者とは、協調

して業務を行うこと。

(2) この仕様書に記載のない事項、又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議のうえ定める

ものとする。



 

〈別紙―５〉 参考仕様書（長田区文化センター別館）    

 

１．空調設備維持管理業務仕様書 

 

２．照明調光設備保守点検業務委託仕様書 

 

３．舞台音響設備保守点検業務委託仕様書 

 

４．舞台吊物設備保守点検業務委託仕様書 

 

５．電話設備保守点検業務委託仕様書 

 

 

  各仕様書記載の対象施設・機器の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。 



 

神戸市立須磨区文化センター 

 

 

＜別紙－１＞対象施設・設備概要 

 

＜別紙－２＞法定資格者一覧 

 

＜別紙－３＞消耗品一覧表 

 

＜別紙―４＞法定点検及び定期点検業務一覧表 

 

＜別紙―５＞参考仕様書 

 

 

 



 

＜別紙―１＞ 対象施設・設備概要 

 

【施 設】 

  敷地、建築物、その他構造物の内容 

１．施設名称：須磨区文化センター 

２．住所    ：神戸市須磨区中島町 1丁目 2番 3号 

３．用途地域：第 1種住居地域、第 5種高度地区 

４．敷地面積：約 999㎡ 

５．建築物 

１）構造・規模：鉄骨鉄筋コンクリート造地下 1階地上 5階建 

２）延床面積  ：約 3,711㎡（須磨区文化センター専有面積） 

 

 

【設 備】 

１．機器一覧表（防災設備） 

２．機器一覧表（電気設備他） 

３．機械設備概要表 

４．機器一覧表（機械設備） 

 

  各表記載の対象施設・設備の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。 

 

 

 



機器一覧表（防災設備）

16項（イ）　防火対象物

複合盤 Ｐ型１級　19／20窓 1 面 ﾎｰﾁｷ製　2015年
副受信機 - 面
差動式分布型感知器 空気管式 - 個
差動式スポット型 62 個
定温式スポット型 7 個
煙式スポット型イオン化式 非蓄積型 - 個
煙式スポット型光電式 非蓄積型 96 個
中継器 - 個
発信機 P型１級 12 個
表示灯 12 個 消火栓と共用
音響装置 50 個
常用電源 交流電源 1 組
予備電源 内蔵型、蓄電池 1 組 24V  3.5AH
非常電源 1 組
加圧送水装置 1 組
操作盤 1 面
消火栓 12 組
ホース ﾎｰｽ15m×2 24 組
起動スイッチ 12 個
表示灯 12 灯
音響装置 組
水源 地下水槽式 1 組
呼水装置 100L 1 組

ディーゼル発電機 43ｋVA 1 台 B1F電気室
燃料タンク 軽油　28L 1 台
始動用蓄電池 鉛蓄電池12V　24Ah 1 台 B1F電気室
充電装置 1 台

台
増幅器等 壁掛型　8/10回路 1 台 2F事務室
スピーカ 1 式
遠隔操作器 台
操作部 台
起動装置 押しボタン 10 台
起動装置 台
常用電源 交流電源 1 組
非常電源 内蔵型、蓄電池 1 式 24V  3.5Ah　2014年
救助袋 1 組 4階

誘導灯 大型（Ａ級）BH級 - 台
誘導灯 中型（ＢH級）BL級 11 台
誘導灯 中型（ＢＬ級）BL級 12 台
誘導灯 小型（Ｃ級） 16 台
信号装置 - 台
消火器 粉末１０型 44 本
消火器 粉末５０型 - 本

送水口 10D横列　 1 組 玄関東寄り
散水ヘッド 開放型 47 個 地階　5系統

連動制御盤 21／30窓 1 面
■自火報受信機一体
□別置

ダンパー 24 個 自火報連動
防火扉 5 枚
煙式スポット型光電式 非蓄積型 6 個

常用電源 交流電源 1 組
予備電源 内蔵型、蓄電池 1 組 24V  3.5Ah
非常電源 1 組

蓄電池内蔵型 1 式

屋内消火栓設備

非常用発電機設備
（屋内消火栓用）

非常用の照明装置

消火器具

連結散水設備

防排煙設備
及び

防火設備

誘導灯

避難器具

非常警報器具

自動火災報知設備

備考単位仕様 数量

建物用途

設備名称 機器名称



機器一覧表（電気設備他）（須磨区文化センター）

受変電設備 高圧引込　3相3線式　6,600V　60Hz

VCB 受電用真空遮断器 VCB 7.2kＶ　400Ａ　　 1 2008

電灯TrNo1 油入変圧器 6,600/210V-105V 1φ3W　 100ｋVA 1 2010
動力Tr 油入変圧器 6,600/210V 3φ3W 200ｋVA 1 2010
SC 進相コンデンサ 79.8kVａｒ 1 1999

DS 断路器 DS 3 1990
PC カットアウトスイッチ 変圧器用 5 1991
PC（休止中） カットアウトスイッチ 変圧器用 2
LBS 負荷開閉器 ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 7.2kＶ　200Ａ 1 1991

DGR 高圧地絡方向継電器 1 2016
LGR 低圧地絡継電器 電灯 Tr、動力Tｒ 1

51R 過電流継電器 2
27R 不足電圧継電器 1

PAS 高圧気中開閉器 PAS 7.2kＶ　200Ａ 1 2016
LA 避雷器 LA 8.4kV   250A 3
PC カットアウトスイッチ 避雷器用 3

接地抵抗 高圧機器用 Ａ種 1
変圧器低圧側 Ｂ種 1
フレーム他 Ｄ種 1
補助極 Ｐ 1
補助極 C 1

LA Ａ種 1 引込柱 屋外

受電用 VT　 1式
受電用、変圧器用 CT 1式

発電機 ディーゼル発電装置 1 2015 電気室 地下1階
3φ3W 　220V　43ｋVA　28L

充電装置 1 2015 電気室 地下1階

蓄電池 鉛蓄電池　24Ah 1 2015 電気室 地下1階

照明器具、配線器具等 1式 各所 各階
電灯盤 1式 各所 各階
動力盤 1式 各所 各階
弱電盤 1式 各所 各階
警報盤 1 事務室 2階
EV用監視盤 1 事務室 2階

電気炉設備 10kW 1 電気炉室 地下1階
15kW 1 電気炉室 地下1階

舞台調光装置 調光盤、調光操作卓 1式 ホール 5階
舞台機構設備 ｽｸﾘｰﾝ、吊物、舞台機構操作盤 1式 ホール 5階
舞台音響設備 音響架、音響操作卓 1式 ホール 5階

トイレ呼出表示装置 1式 身障トイレ 2階

機械警備用配管 1式 各所

拡声設備 アンプ　10局 1式 事務室 2階
AM、ＦＭアンテナ 5階
スピーカー 各所 各階

拡声設備 増幅器、ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ、ｽﾋﾟｰｶｰ １式 ホール 5階

電話設備 電話交換機 1 事務室 2階
電話機 1式 各所

ドアホン設備 1式
インターホン設備 1式
EV用インターホン設備 1面 事務室 2階

テレビ共聴設備 UHF、VHF 1式 各所

ITV設備 監視カメラ 1式 各所
モニター、スイッチャー 6 事務室 2階

蓄電池設備

電気室 地下1階

電気室 地下1階

非常用自家発電設備

地下1階

引込柱 屋外

台
数

設置場所設置年記号 機器名 仕　　　　　　様 電気容量

動力・電灯設備その他

通信情報設備

電気室



機器一覧表（電気設備他）（須磨区文化センター）

台
数

設置場所設置年記号 機器名 仕　　　　　　様 電気容量

ＥＶ エレベーター 1 1992
ﾛｰﾌﾟ式、5箇所停止、900kg、13人乗り
速度90m／min、地震・火災・停電管制有
音声合成自動放送装置

日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱製、乗用 1 1992
ﾛｰﾌﾟ式、5箇所停止、900kg、13人乗り
速度90m／min、地震・火災・停電管制有
音声合成自動放送装置

小荷物専用昇降機 日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱製　1～2階 1 1981

非常用の照明装置 蓄電池内蔵型 １式 各所 各階

自動ドア 3 図書館含む 1階

避雷設備 突針式 1

日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱製､乗用､車椅子利用者対応

建築関係、その他

昇降機設備



 

機械設備概要表（須磨区文化センター）  

 

１．空気調和設備 

・吸収式冷温水発生機による中央空調方式。（エアハンドリングユニット、ファンコイルユニ

ット） 

 空冷ヒートポンプパッケージエアコンによる個別空調方式。 

 

２．換気設備 

換気ファン一式 

 

３．自動制御設備 

空調関連機器等の運転等を行う 

 

４．衛生器具設備 

衛生陶器、給水器具等一式 

 

５．給水設備 

受水槽高架水槽給水方式（給水引込み口径 50） 

 

 

６．排水設備 

屋内分流式、屋外合流式の自然流下方式にて排水。 

 

７．給湯設備 

ガス給湯器による局所給湯方式。 

 

８．消火設備 

・屋内消火栓設備 

・連結散水設備 

 

９． ガス設備 

都市ガス１３Ａ 

一般系統（N30号メーター）、空調系統（R-200号メーター） 



2019

2019

2019

1981

1981

1981

2019

2019

2009

2010

2010

2019

B1F 2台

設置年

1981

2000

2019

2016

2015

28組

5組

数量

2台

機器一覧表（機械設備）

テクノ矢崎
CH-MG180H　633.0kW

28組

テラル100BO-63.7-C

B1F

B1F

1F機械室 1基

空研工業
SKB-180GR

FRP製1槽式
有効容量3m3

FRP製1槽式
有効容量：100ℓ

三菱SJ50×40M63.7　3.7kw

テラル50KO-6.75

1基

8台

大便器
和式8、洋式20
TOTO CS510BM(大便器)
TCF6542(ウォシュレット)

1台

1台

1台

極東機械製作所
MF50-V1-2 7.5kW

B1F

屋上

パッケージエアコン

冷温水ポンプ

冷却水ポンプ

掃除用流し

洗面器

小便器
TOTO
自動洗浄センサーINAX製OK-
100TK

身障者用大便器

クボタ　FC-300

テラル、松下

テラルSMF-150-Ⅱ

空気調和機

ファンコイルユニット

給気ファン

膨張タンク

テラルSHF-150

鋼板製900×900×1000H

クボタ
(AC-1)MPH-30J
(AC-2)MPH-18J
(AC-3)MPH-25J
(AC-4)MPH-10J
(AFC-1,2)MPV-3J
(AFC-3)LPV-3PKG
(AFC-4)MPV-6J

16組

屋上

日立
RPK-AP63K、RPC-2AS1

FRP製1槽式
有効容量：15.3m3

B1F揚水ポンプ

汚水排水ポンプ

消火ポンプ

ガス冷温水発生機

冷却塔

機　器　名　称

受水槽

高架水槽

PH階

設　置　場　所

B1F

B1F

仕様

湧水・雨水排水ポンプ

備考

副水槽 1基

PH階 1基

1式

各所

各所

各所 4台

2台

3組

各所

20台

水栓類
TOTO
T95WRR

各所

各所

各所

各所

各所

各所

1台

1台

耐圧試験不要
10年に1度更新

2台

排気ファン テラル、三菱、松下 各所 32台 1981

ルームエアコン
ダイキン
F36YTES-W

各所 2台 2022



＜別紙－２＞法定資格者一覧表

法定資格者名称 根拠法令等 必要資格

防火管理者 消防法 ○

防災管理者 消防法 -

危険物取扱者 消防法 -

電気主任技術者
電気事業法　※「外部選任」又は「外部委
託」による配置を可とする。

○

建築物環境衛生管理技術者
建築物における衛生的環境の確保に関
する法律

○

警報設備の監視、操作等に従事する者の
資格

神戸市火災予防条例 ○

総合操作盤又はこれらに類する制御盤の
監視、操作等に従事する者の資格

神戸市火災予防条例 ○

エネルギー管理員又はエネルギー管理士
エネルギーの使用の合理化及び非化石
エネルギーへの転換等に関する法律 」

-

上記以外で必要となる法定資格者についても、指定管理者において選任すること。

〔凡例〕

（○）で示す資格については、選任が必要である。

（－）で示す資格については、選任は不要である。

（※）で示す資格については、法令上の配置は不要であるが、本施設の維持管理を実施するに当た
り必要な資格とする。



 

＜別紙－３＞ 

 

【消耗品一覧表】                       

・  各種燃料及び潤滑油、蓄電池用精製水 

・  管球類、ヒューズ 

・  空調・換気用フィルター類 

・  Ｖベルト、パッキン類、温度計、圧力計 

・  各種薬品類（水処理薬品、残留塩素用試薬、ボイラ用薬剤、殺虫剤等） 

・ ウエス、潤滑油、グリス、スムーサー、刷毛、接着剤 

・ 記録紙、点検用紙、コピー用紙、記録用メディア、プリンター用インク・トナー、乾

電池等 

・  防塵マスク、防塵眼鏡、軍手等 

・  配管材、継手、各種ねじ類、フランジパッキン、シール材、ホースバンド、ビニルテ

ープ、接着剤等 

・ 箒、塵取、バケツ、ホース、雑巾、ラバーカップ、ごみ袋等 

・ その他 

※ 消耗品について疑義が生じた場合、市と協議の上決定する。 

 



＜別紙－４＞法令点検及び定期点検業務一覧表

周　期 備　　　　　考

法令点検

公共建築物定期点検
(建築)１回/３年
(設備)１回/１年
(防火)１回/１年

建築基準法12条関連。
(建築 (※1))
(設備 (※2))
(防火 (※3))

消防設備点検 ２回／年 消防法　(機器点検・総合点検)(※6)
防火対象物定期点検 １回／年 消防法
受変電設備点検 ※４ 電気事業法

非常用自家発電設備点検 ※４ 電気事業法、消防法、建築基準法（対象法令による）

エレベータ設備点検
（定期検査含む）

別紙－５参照
（定期検査１回／年）

POG契約も可とする

小荷物専用昇降機点検
（定期検査含む）

別紙－５参照
（定期検査１回／

年）

飲料水槽清掃 １回/年

ビル管法
受水槽（呼称・１５㎥）
高架水槽(呼称３m3）
簡易専用水道の検査共

飲料水水質検査 法令による 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

排水槽清掃 法令による 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

空気環境測定 1回/2ヶ月

測定点は、
B1F陶芸室前
1F　図書室
2F　区民ギャラリー
3F　ロビー
4F　第6会議室
5F　視聴覚室
外気　　の7ポイント

冷却塔点検 法令による 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

残留塩素測定 １回／週 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

フロン排出抑制法に伴う点検 法令準拠
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
4回/年　空調機【室内機計：2台　室外機計：2台】

定期点検

冷却水系伝熱管の洗浄（１回/年）

吸収液分析及びインヒビタｰの補充を行。（１回/年）

点検回数は、冷房IN/ON、暖房INの３回/年とする。

冷却塔点検保守 ※5
シーズンイン点検のみ
下部水槽・ストレーナー清掃（１回／年）実施

空気調和器保守点検 ※5
シーズンイン点検のみ
グリスアップ、フィルター清掃含む

ファンコイル保守点検 ※5
シーズンイン点検のみ
フィルター清掃含む

パッケージエアコン保守点検 ※5
シーズンイン点検のみ
フィルター清掃含む

送排風機保守点検 ※5 １Ｍを６Ｍに読み替え
ポンプ保守点検 ※5 １Ｍを６Ｍに読み替え
自働制御機器点検 ２回／年
自動ドア設備点検 別紙－５参照
舞台機構保守点検 別紙－５参照

【注記】

※1 

※2　

※3

※4 点検周期については、保安規程による。ただし、停電を伴う精密点検は年1回とする。

※5　

※6 自家発電設備の点検においては、法令に基づき必要に応じて実負荷運転を行うこと。

「防火設備定期検査業務基準（最新版を適用）」（一般財団法人　日本建築防災協会　発行）による。

点検周期については、特記がある場合を除き、

「建築保全業務共通仕様書（最新版を適用）」（一般財団法人　建築保全センター　発行）による。

点　　検　　項　　目

ガス吸収式冷温水発生器点検 ※5

「特定建築物等定期点検業務基準（最新版を適用）」（一般財団法人　日本建築防災協会　発行）による。

「建築設備定期検査業務基準書（最新版を適用）」（一般財団法人　日本建築設備・昇降機センター　発行）による。



 

＜別紙―５＞ 参考仕様書 

 

１．エレベータ設備点検 

 

２．小荷物専用昇降機点検 

 

３．自動ドア設備点検 

 

４．舞台機構保守点検 

 

  

 

  各仕様書記載の対象施設・機器の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。 

 



１．業務概要

エレベータについて、常に安全な運転状態で快適な乗心地を保つため保守点検を行う。

２．業務内容

　　　（１）定期点検の実施

　　　　　受託者は、エレベータの各部機構を毎月定期的に巡回して、点検作業を行う。

　　　（２）調整・給油

① 巻上機、電動機及び電動発電機、調速機、フロアコントローラー、制御盤

② 各種ワイヤロープ、リミットスイッチ及びファイナルリミットスイッチ、レール、ウエイト

③ 各階扉装置　ドアロックスイッチ、インジケータ、押ボタン

④ 扉開閉装置　ガイドシュー、ランディングスイッチ、ロック外し装置、非常止め、

　　　　　　セフティシュー、かご内操作盤等、かご関係可動各部

　　　（３）消耗部品

① 主電動機、電動発電機用カーボン刷子

② 主接触器用固定側・可動側接点　　　　（NO.35－10－3）

③ 中形リード線付接点及びカーボン接点　（NO.35－11－2）

④ 小形リード線付接点及び固定側接点　　（NO.35－11－3）

⑤ 扉開閉用電動機カーボン刷子

⑥ 主リード線

⑦ プラグインリレー

⑧ 信号用電球（24V）

⑨ リミットスイッチ接点、ファイナルリミットスイッチ接点、ドアスイッチ接点

⑩ 油脂類（ギアー油は補充用）

⑪ ウエス

⑫ 各種ヒューズ

⑬ かご内照明用蛍光灯

エレベータ設備点検仕様書



１．業務概要

エレベーターについて、常に安全な運転状態で快適な乗心地を保つため保守点検を行う。

２．業務内容

（１）定期点検の実施

小荷物専用昇降機の各部機構を定期的に点検作業を行う（点検回数　年４回）

（２）調整・給油

① 巻上機、電動機、制御盤

② ワイヤロープ、リミットスイッチ、レール

③ 各階扉装置　ドアロックスイッチ、押ボタン

④ かごガイドシュー

（３）消耗部品

① 主接触器用カーボン及びコッパー

② 中形リード線付接点及びカーボン接点

③ 小形リード線付接点及び固定側接点

④ 油脂類（ギアー油は補充用）

⑤ ウエス

⑥ 各種ヒューズ

⑦ 乾電池

小荷物専用昇降機点検仕様書



自動ドア設備点検仕様書

１．保守項目

（１）保守点検整備対象

　　ア．ドアエンジン装置（本体）

　　イ．ドアエンジン動力部装置

　　ウ．ドアエンジン制御部装置

　　エ．ドアエンジン操作スイッチ及び制御スイッチ

（２）保守点検整備内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　ア．定期保守点検項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ａ．ドアエンジン装置各部の点検及び調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｂ．ドアエンジン開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整　　　　　　　　

　　　ｃ．ドアエンジン装置の電気回路の異常有無の点検及び調整　　　　　　　　　　　　　

　　　ｄ．オイルもれの有無点検及び調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｅ．オイル不足、潤滑油不足の点検及び補充　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ｆ．ドアが当たっていないか、摺れていないか点検整備

　　　ｇ．消耗度の甚しい部分はないか点検

　　　ｈ．その他の点検及び調整

（２）オンコール対応

点検対象の自動ドアに不具合が発生した場合は、施設管理者からの求めに応じ速やかに

　　当該自動ドアの修理等の対応を行うこと。

（３）保守回数

　　　定期保守回数は年２回とし、各回の経過期間は概ね等間隔で行うこと。　　　　　　　　



舞台機構保守点検仕様書

１．総則

  本仕様書は、吊物設備保守点検業務に関し、その適正を期するために必要な事項を定め

たものである。

２．対象機器

別紙－１「対象機器一覧」参照

３．業務内容

（１）定期点検業務

    設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙－２「保守点検内容」に基づき

　年４回定期点検を実施すること。

（２）臨時点検業務

　　設備の不時の故障等、速やかに点検を実施すること。



別紙－1　対象機器一覧 (須磨区文化センター）

吊物装置 方　　式 備　　　考

バトン 電動昇降巻取式

客席バトン 電動昇降巻取式

ボーダーライト 電動昇降巻取式

スクリーン 電動昇降巻取式

サスペンションライト 電動昇降巻取式

ホリゾントライト 電動昇降巻取式

バック幕 電動昇降巻取式

操作・制御盤

主操作盤 舞台下手壁掛型

副操作盤 視聴覚室



別紙－2　保守点検内容 （須磨区文化センター）

1. 吊物装置

(1) ワイヤーロープ
・各滑車間、吊パイプ間、ウエート枠間の状態の良否
・吊パイプ、ウエート枠、ワイヤ巻取りドラムの状態の良否
・ワイヤーロープの素線の切断、径の減少、キンク、形崩れ、腐食の有無の点検
・ワイヤーロープの摩損状態の有無
・伸び、吊り下げ状態の良否
・ワイヤーロープの先端及び終端止め金具の締め付け点検
・ワイヤーロープのテンション調整
・ワイヤーロープの径の測定（年１回以上）

(2) 各滑車、網車
・各滑車の状態の良否(摩耗量の計測年１回以上）
・各滑車の欠損、亀裂、摩耗の有無、回転状態及び給油状態の点検
・取付状態の良否、滑車とワイヤ芯のずれの有無
・滑車、網車の回転状態及び給油状態の点検
・回転時の異音の有無
・ワイヤーロープのかかり度の点検調整

(3) 吊パイプ及び幕地
・吊荷重は許容内で分布されているかの状態の良否
・吊り込まれる重量の確認、落下防止は充分か状態の良否
・吊パイプ状態の良否
・吊パイプとワイヤの接続状態の良否
・パイプのジョイント曲りの有無
・各幕布地の損傷の有無
・各幕布地のレベル調整

(4) 電動機
・運転状態の良否
・取付状態の良否
・本体の発熱及び異音、異臭の有無
・軸、軸受けの損傷及びベアリングの異音の有無
・カップリングの傷及びゆるみの有無

(5) 制動機
・取付状態の良否
・作動状態、作動量と作動感度の良否
・制動体の摩耗状態の良否（ブレーキシューの肉厚計測年１回以上）
・滑動部の摩耗、給油状態の良否

(6) 減速機
・取付状態の良否
・油量及び成分の良否（補給含む）
・回転作動状態の良否
・歯車の摩耗状態の良否
・軸受部の発熱状態の良否
・ギヤー関係のギャップ及び砲金の損傷の有無
・軸、軸受けの損傷及びベアリングの異音の有無
・油漏れ及び各パッキン、オイルシールの劣化度の点検
・マシンビームの傷及び、損傷の有無
・ギヤーオイルの粘着度の点検
・ワイヤーロープ巻き取りドラムの溝及び、本体損傷、傷の有無



(7) 減速装置、チェーン、ホイール、プーリー、歯車
・キーのセット、亀裂の良否
・油量及び成分、状態の良否
・回転作動状態、清掃状態の良否
・歯車、鎖車の摩耗状態の良否
・軸受部の発熱状態の良否

(8) 網車、巻取りドラム
・取付状態の良否、破損、主索とのすべりの有無
・引き止め金具の状態の良否
・軸受部の発熱状態の良否
・溝部の摩耗状態の良否

(9) 受電盤、制御盤
・取付状態の良否、加熱などの発生のないこと
・雨水、漏水等の侵入形跡、結露が無いか点検
・供給電圧は規定の数値で始動時、運転時、静止時の差が±10％以上ないか点検
・制御器等の取付状態、リレー、スイッチ作動状態の良否
・制御盤各リレーの接触及び動作の点検
・制御盤内各ヒューズの点検
・端子盤各押釦表示ランプの作動テスト及び接点ギャップの有無
・端子盤のビス等ゆるみの有無

(10) 操作盤
・スイッチ類の破損、取付状態の良否
・ランプの球切れ、緩み等、取付状態の良否（寿命時間の確認）
・安全関係釦、スイッチの作動の良否
・配線のはずれ、ネジの緩み防止の状態の良否
・内外部清掃、内外塗装のはがれの有無

(11) 上・下限スイッチ類
・取付状態、作動状態の良否
・停止精度、確認位置等、再調整の必要の有無
・ファイナルスイッチ、突上げ防止スイッチ類の作動状態の良否

(12) その他
・照明ケーブルの損傷、傷、巻き取りたるみの有無
・全般的な給油及び清掃、調整ボルトナット類の締付作業
・点検日にホール担当者から吊物装置に対して指摘された簡単な作業

2. 絶縁測定

(1) 吊物装置の絶縁測定は毎年１回以上実施する



 

神戸市立北須磨文化センター 

 

 

＜別紙－１＞対象施設・設備概要、機器一覧 

 

＜別紙－２＞法定資格者一覧 

 

＜別紙－３＞法定点検等 

 

 

 

 



（別紙１）

１．施設名称 北須磨文化センター

２．住　　所 須磨区中落合３丁目１－２

３．用途地域、
     防火準防火地域等

第２種住居専用地域、第５種高度地区、防火地域指定なし

４．敷地面積 ２４，８００㎡

５．建築物

　１）　構造・規模　　 鉄骨造鉄筋コンクリート造・鉄骨造

地下１階地上４階

　２）　建築面積 ３，６７１㎡

　３）　延床面積 ７，６３１㎡

１．機器一覧表

　　　
項　　目 内容・仕様 数量

電灯・動力設備 照明器具、分電盤、制御盤 １式

650KVA

配電盤、高圧・低圧機器

自家発電設備 100KVA １式

直流電流設備 整流装置、蓄電池 １式

構内配電線路 １式

消防設備 消火器具、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、
非常放送設備、誘導灯、防排煙設備、自家発電設備

１式

自動ドア ６台

昇降機 日立製、ロープ式、定員13人、型式:V07iGL(P80-13-C060) １台

昇降機（車椅子用） １台

ボイラー 日本サーモエナーEQSH-1000NM ２基

吸収式冷温水発生機 矢崎製　ＣＨ－ＭＺ１８０Ｈ １台

空調機器 別紙「空調機械設備一覧」のとおり １式

貯水槽（受水槽） FRP、24ｔ ２基

貯水槽（高架水槽） FRP、18ｔ、2槽式 １基

汚水槽 床下ピット、6.7ｔ １基

雑排水槽 床下ピット、28ｔ １基

ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾀﾝｸ FRP、13.5ｔ １基

雨水槽 床下ピット、7.6ｔ １基

対象施設・設備概要

【施　設】　　

※　１　各表記載の対象施設・設備の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。

【設　備】

受変電設備 １式



別紙１－１（空調機器一覧）

GHP-1
AWGP710G2ZD/AWGP8

50G2ZD
室外機(２台構成)
１階エントランス
冷暖切り替え型
156.0(71.0+85.0)
175.0(80.0+95.0)
34.5(15.7+18.8)

冷房時(定格) 127.7(53.6+74.1)
暖房時(定格) 117.6(52.0+65.6)
ガス種別 13A

3.74(冷房)､
2.53(暖房)
0.75x2x2
１φ200V

(31.8φ､19.1φ)x2
20A

16.9(7.5+9.4)
連結室外機バラン

ス管
運転機能上必要機

器類
ゴム防振架台

１組
１階中庭

GHP-1-1 GHP-2-1 GHP-2-2 GHP-2-3 GHP-2-4 GHP-2-5 GHP-2-6 GHP-3-1 GHP-3-2 GHP-3-3 GHP-3-4 GHP-3-5 GHP-3-6 GHP-3-7 GHP-3-8 GHP-3-9 GHP-4-1 GHP-4-2 GHP-4-3 GHP-5-1 GHP-5-2 GHP-5-3
AXFP160NA AXHP160NA AXHP140NA AXFP112NA AXCP112EA AXCP56EA AXFP112NA AXFP140NA AXFP112NA AXFP80NA AXFP71NA AXCP71EA AXKP22EB AXHP56NA AXFP112NA AXFP80NA AXFP160NA AXFP140NA AXFP112NA AXFP140NA AXCP112EA AXHP140NA
室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機

4方向天井埋込ｶｾｯﾄ
形

天井吊り
露出形

天井吊り
露出形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

2方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

2方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

2方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

1方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

天井吊り露出形 4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

天井吊り露出形 2方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

16.0 16.0 14.0 11.2 11.2 5.6 11.2 14.0 11.2 8.0 7.1 7.1 2.2 5.6 8.0 11.2 16.0 14.0 11.2 14.0 11.2 14.0
18.0 18.0 16.0 12.5 12.5 6.3 12.5 16.0 12.5 9.0 8.0 8.0 2.5 6.3 9.0 12.5 18.0 16.0 12.5 16.0 12.5 16.0
0.106 0.3 0.3 0.106 0.106×2 0.046 0.106 0.106 0.106 0.053 0.053 0.106 0.078 0.06 0.053 0.106 0.106 0.106 0.106 0.3 0.106×2 0.106

１φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V
(15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (12.7φ､6.4φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (12.7φ､6.4φ) (12.7φ､6.4φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ) (15.9φ､9.5φ)

4方向吹き出しパネ
ル

室内リモコン×1 室内リモコン×2 4方向吹き出しパネ
ル

2方向吹き出しパネ
ル

2方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

2方向吹き出しパネ
ル

1方向吹き出しパネ
ル

室内リモコン×1 4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

室内リモコン×1 4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 室内リモコン×2 室内リモコン×1 吊り防振ゴム 室内リモコン×1 室内リモコン×1 吊り防振ゴム 室内リモコン×1 室内リモコン×1 室内リモコン×1 室内リモコン×1 吊り防振ゴム 室内リモコン×1 室内リモコン×1 室内リモコン×1 室内リモコン×2 室内リモコン×2 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 室内リモコン×1
ドレンアップ ドレンアップ 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム ドレンアップ 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム ドレンアップ 吊 り 防 振 ゴ

ム
壁取付ｽﾃﾝﾚｽ製鋼材 壁取付ｽﾃﾝﾚｽ製鋼材 冷暖切替ユニット

8台 2台 3台 3台 1台 2台 1台 3台 4台 1台 3台 1台 1台 2台 1台 1台 1台 4台 2台 2台 1台 2台

1階ｴﾝﾄﾗﾝｽ､市民ﾛ
ﾋﾞｰ

3階大会議室 3階大会議室 3階和室､ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰ
ﾙ

3階中会議室 3階会議室ロビー 洋室 1階事務室､小会議
室

1階市民ﾛﾋﾞｰ(北側) 1階児童室(体育館) 1階事務室､体育ﾎｰﾙ 1階事務室内応接 1階管理室(体育館) 1階展示ｺｰﾅｰ 男子更衣室 女子更衣室 2階美術室ｱﾄﾘｴ 2階陶芸教室､工芸ｱ
ﾄﾘｴ

2階和室､小会議室 小会議室 3階休憩ﾛﾋﾞｰ 3階音楽室

予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100%

冷房時(定格)
暖房時(定格)
ガス種別

GHP-6-1 GHP-6-2 GHP-6-3 GHP-7-1 GHP-7-2 GHP-7-3 GHP-7-4 GHP-8-1 GHP-8-2 GHP-8-3 GHP-8-4 GHP-9-1 GHP-9-2 GHP-10-1 GHP-10-2 GHP-10-3 GHP-10-4
AXHP140NA AXCP112EA AXKP45EB AXFP160NA AXFP112NA AXCP140EA AXKP45EB AXHP160NA AXHP140NA AXCP71EA AXHP45NA AXFP112NA AXFP80NA AXFP160NA AXFP140NA AXFP112NA AXFP71NA
室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機

天井吊り露出形 2方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

1方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

2方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

1方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

天井吊り露出形 天井吊り露出形 2方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

天井吊り露出形 4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

4方向
天井埋込ｶｾｯﾄ形

14.0 11.2 4.5 16.0 11.2 14.0 4.5 16.0 14.0 7.1 4.5 11.2 8.0 16.0 14.0 11.2 7.1
16.0 12.5 5.0 18.0 12.5 16.0 5 18.0 16.0 8.0 5.0 12.5 9.0 18.0 1 6 . 0 12.5 8.0
0.3 0.106 0.078 0.106 0.106 0.106×2 0.078 0.3 0.3 0.106 0.06 0.106 0.053 0.106 0.106 0.106 0.053

１φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V
15.9φ､9.5φ 15.9φ､9.5φ 12.7φ､6.4φ 15.9φ､9.5φ 15.9φ､9.5φ 15.9φ､9.5φ 12.7φ､6.4φ 15.9φ､9.5φ 15.9φ､9.5φ 15.9φ､9.5φ 12.7φ､6.4φ 15.9φ､9.5φ 15.9φ､9.5φ 15.9φ､9.5φ 15.9φ､9.5φ 15.9φ､9.5φ 15.9φ､9.5φ

室内リモコン×1 2方向吹き出しパネ
ル

1方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

2方向吹き出しパネ
ル

1方向吹き出しパネ
ル

室内リモコン×1 室内リモコン×1 2方向吹き出しパネ
ル

室内リモコン×1 4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

4方向吹き出しパネ
ル

吊り防振ゴム 室内リモコン×1 室内リモコン×1 室内リモコン×3 室内リモコン×1 吊り防振ゴム 室内リモコン×1 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 室内リモコン×1 吊り防振ゴム 室内リモコン×2 室内リモコン×2 室内リモコン×2 吊り防振ゴム 室内リモコン×1 室内リモコン×1
ドレンアップ 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 冷暖切替ユニット 吊り防振ゴム ドレンアップ ドレンアップ 吊り防振ゴム ドレンアップ 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム 冷暖切替ユニット 吊り防振ゴム 吊り防振ゴム

壁取付ｽﾃﾝﾚｽ製鋼材 冷暖切替ユニット 冷暖切替ユニット 冷暖切替ユニット 冷暖切替ユニット 冷暖切替ユニット 冷暖切替ユニット 冷暖切替ユニット 冷暖切替ユニット 冷暖切替ユニット 冷暖切替ユニット 冷暖切替ユニット 冷暖切替ユニット
2台 1台 1台 3台 1台 2台 1台 2台 2台 1台 1台 3台 4台 2台 1台 1台 2台

ﾌﾟｰﾙ階ﾌｧｰﾙﾎｰﾙ ﾌﾟｰﾙ階大会通路 指導員室 1階軽食喫茶室 1階小会議室(南側) 1階ﾌﾟｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ 1階放送室 3階料理教室 3階料理教室 3階小会議室(南) 3階料理教室準備室 2階図書ﾗｳﾝｼﾞ 2階図書成人ｺｰﾅｰ 2階図書事務､雑誌
ｺｰﾅｰ

2階ﾎｰﾙ 2階小会議室 2階図書絵本ｺｰﾅｰ

予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100%

設置場所

備考

冷媒配管径
必要附属品

台数

機器名称
形式・仕様

冷房能力kW
暖房能力kW

台数
設置場所
備考

機器記号
機器品番（㈱アイシ

ＧＨＰ(ガスエンジンヒートポンプエアーコンデショナー）

ガス配管径
法定冷凍トン
必要附属品

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ出力(定格)
ガス消費量kW

消費電力kW
送風機出力kW
電源種別
冷媒配管径

台数

設置場所

備考

必要附属品

備考

ＧＨＰ(ガスエンジンヒートポンプエアーコンデショナー）

形式・仕様

冷房能力kW
暖房能力kW
送風機出力kW
電源種別
冷媒配管径

消費電力kW

送風機出力kW
電源種別
冷媒配管径
ガス配管径

必要附属品

機器名称

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ出力(定格)

機器記号

機器名称
系統名

冷却能力kW（定格）
加熱能力kW（定格）

形式・仕様

ガス消費量kW

機器品番（㈱アイシ

法定冷凍トン

台数
設置場所

機器記号

送風機出力kW
電源種別

１階中庭 １階中庭 屋上既存鉄骨架台上 １階中庭 １階中庭
１組 １組 １組 １組 １組

運転機能上必要機器類 運転機能上必要機器類 運転機能上必要機器類 運転機能上必要機器類 運転機能上必要機器類
ゴム防振架台 ゴム防振架台 スプリング防振架台 ゴム防振架台 ゴム防振架台

20A 20A 20A 20A 20A
5.1 9.8 9.9 9.9 9.9

１φ200V １φ200V １φ200V １φ200V １φ200V
28.6φ､12.7φ 31.8φ､28.6φ､19.1φ 31.8φ､25.4φ､19.1φ 31.8φ､25.4φ､19.1φ 31.8φ､25.4φ､19.1φ

1.43(冷房)､0.491(暖房) 1.93(冷房)､1.5(暖房) 1.76(冷房)､1.32(暖房) 1.76(冷房)､1.32(暖房) 1.76(冷房)､1.32(暖房)
0.75×2 0.56×3 0.75×2 0.75×2 0.75×2

13A 13A 13A 13A 13A

32.2 67.4 53.6 53.6 53.6
31.6 67.9 52.0 52.0 52.0

50.0 95.0 80.0 80.0 80.0
10.0 18.8 15.7 15.7 15.7

冷暖切り替え型 冷暖同時型 冷暖同時型 冷暖同時型 冷暖同時型
45.0 85.0 71.0 71.0 71.0

1階軽食喫茶 3階料理教室 2階ラウンジ 2階ラウンジ
指導員室(AH-1) ﾌﾟｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ(AH-1) 小会議室(中)(AH-6) 成人ｺｰﾅｰ(AH-5) 成人ｺｰﾅｰ(AH-5)

AFGP710F2ZD
室外機(１台構成) 室外機(１台構成) 室外機(１台構成) 室外機(１台構成) 室外機(１台構成)

AFGP850F2ZD AFGP710F2ZD AFGP710F2ZD
機器記号 GHP-6 GHP-7 GHP-8

ﾌﾟｰﾙ階ﾌｧｰﾙﾎｰﾙ､大会通路

GHP-10GHP-9
AWGP450G1ZD

１階中庭 １階中庭 屋上既存鉄骨架台上

ゴム防振架台 ゴム防振架台 ゴム防振架台

１組 １組 １組 １組
屋上既存鉄骨架台上

運転機能上必要機器類 運転機能上必要機器類 スプリング防振架台

16.9(7.5+9.4) 15.0(7.5+7.5) 11.4(5.1+6.3) 7.5
連結室外機バランス管 連結室外機バランス管 連結室外機バランス管 運転機能上必要機器類

運転機能上必要機器類

(31.8φ､19.1φ)x2 (31.8φ､19.1φ)×2 28.6+12.7､28.6+15.9φ 31.8φ､19.1φ
20A 20A 20A 20A

1.76(冷房)､1.32(暖房)

0.75x2x2 0.75×2×2 0.75×2×2 0.75×2
１φ200V １φ200V １φ200V １φ200V

13A 13A 13A 13A

機器品番（㈱アイシ

加熱能力kW（定格）

3.74(冷房)､2.53(暖房) 3.52(冷房)､2.64(暖房) 2.69(冷房)､1.059(暖房)

117.6(52.0+65.6) 104.0(52.0+52.0) 71.3(31.6+39.7) 52.0

機器名称
系統名
形式・仕様
冷却能力kW（定格）

127.7(53.6+74.1) 107.2(53.6+53.6) 74.1(32.2+41.9) 53.6

175.0(80.0+95.0) 160.0(80.0+80.0) 113.0(50.0+63.0) 80.0
34.5(15.7+18.8) 31.4(15.7+15.7) 22.4(10.0+12.4) 15.7

冷暖切り替え型 冷暖切り替え型 冷暖切り替え型 冷暖切り替え型
156.0(71.0+85.0) 142.0(71.0+71.0) 101.0(45.0+56.0) 71.0

室外機(２台構成) 室外機(２台構成) 室外機(２台構成) 室外機(１台構成)
３階大､中会議室 １階市民ﾛﾋﾞｰ(北側) ２階和室､小会議室 ３階休憩ﾛﾋﾞｰ､音楽室

GHP-2 GHP-3 GHP-4 GHP-5
機器品番（㈱アイシ
ン）

AWGP710G2ZD/AWGP850G2ZD AWGP710G2ZD AWGP450G1ZD/AWGP560G1ZD AWGP710G2ZD



OAP-1 OAP-2 OAP-3 OAP-4 OAP-5 OAP-6

PFHV-P1250DM-E1-F PFHV-P670DME3-F PFHV-P530DME3-F PFHV-P530DME3-F PFHV-P335DME3-F PFHV-P335DME3-F
外気処理エアコン 外気処理エアコン 外気処理エアコン 外気処理エアコン 外気処理エアコン 外気処理エアコン

3階 1階 1階 2階 1階 3階大会議室
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式

設備用ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 設備用ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 設備用ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 設備用ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 設備用ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 設備用ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
全外気処理タイプ 全外気処理タイプ 全外気処理タイプ 全外気処理タイプ 全外気処理タイプ 全外気処理タイプ

112.0 56.0 45.0 45.0 28.0 28.0
90.0 50.0 40.0 40.0 26.5 26.5

3φ200V 3φ200V 3φ200V 3φ200V 3φ200V 3φ200V
28.30(冷房)､
22.29(暖房)

14.55(冷房)､
15.85(暖房)

12.7(冷房)､
13.7(暖房)

12.7(冷房)､
13.7(暖房)

6.0(冷房)､7.86(暖
房)

6.0(冷房)､7.86(暖
房)

（6.3）×2+8.4(室
外)

11.8(室外) 10.6(室外) 10.6(室外) 6.0(室外) 6.0(室外)

(0.46)×2+
（0.46*2）(室外)

0.46×2(室外) 0.46(室外) 0.46(室外) 0.46(室外) 0.46(室外)

5.5kW(室内) 2.2kW(室内) 1.5kW(室内) 1.5kW(室内) 1.5kW(室内) 1.5kW(室内)

9,000(150) 5,400(90) 4,200(70) 4,200(70) 2,700(45) 2,700(45)

400 170 195 195 80 80
24.5 9.6 20.4 17.4 13.8 14.3

38.1φ､19.05φ 28.58φ､15.88φ 28.6φ､12.7φ 28.6φ､12.7φ 22.2φ､9.5φ 22.2φ､9.5φ

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 ゴム防振架台(室外
機)

ゴム防振架台(室外
機)

ゴム防振架台(室外
機)

ゴム防振架台(室外
機)

ゴム防振架台(室外
機)

(室内外機共) ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
(室内機)

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
(室内機)

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
(室内機)

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
(室内機)

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
(室内機)

水ｽﾌﾟﾚｰ加湿器(室
内機)

水ｽﾌﾟﾚｰ加湿器(室
内機)

水ｽﾌﾟﾚｰ加湿器(室
内機)

水ｽﾌﾟﾚｰ加湿器(室
内機)

水ｽﾌﾟﾚｰ加湿器(室
内機)

水ｽﾌﾟﾚｰ加湿器(室
内機)

制御端子(無電圧) 制御端子(無電圧) 制御端子(無電圧) 制御端子(無電圧) 制御端子(無電圧) 制御端子(無電圧)

１組 １組 １組 １組 １組 １組
屋上(室外機) 1階中庭(室外機) 1階中庭(室外機) 1階中庭(室外機) 1階中庭(室外機) 1階中庭(室外機)

3階空調機械室(室
内機)

ﾌﾟｰﾙ棟B1階機械室
(室内機)

1階空調機置場(室
内機)

2階空調機置場(室
内機)

B1階空調機置場(室
内機)

3階空調機置場(室
内機)

ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ(室内機) ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ(室内機) ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ(室内機) ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ(室内機) ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ(室内機) ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ(室内機)

予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100% 予備ｴｱｰﾌｨﾙﾀ100%

台数
設置場所

ＯＡＰ(電気熱源空冷ヒートポンプ式セパレート形パッケージエアコン）

備考

必要附属品

機器名称
系統名
形式・仕様

機器記号

機器品番（㈱アイシ

電源種別
暖房能力kW（定格）
冷房能力kW（定格）

圧縮機出力kW

消費電力kW

送風機出力kW

送風量CMH（CMM）

機外静圧Pa
加湿量kg/h
冷媒配管径



（別紙２）

法定資格者名称 根拠法令等 備　　　考

防火管理者 消防法

電気主任技術者 電気事業法
　※「外部選任」又は「外部委託」
による配置を可とする。

建築物環境衛生管理技術者
建築物における衛生的環境の確
保に関する法律

警報設備の監視、操作等に従事
する者の資格

神戸市火災予防条例

総合操作盤又はこれらに類する
制御盤の監視、操作等に従事す
る者の資格

神戸市火災予防条例

ボイラー技士
労働安全衛生法、ボイラー及び
圧力容器安全規則

2級

上記以外で必要となる法定資格者についても、指定管理者において選任すること。

法定資格者一覧表



（別紙３）

周　期 備　　　　　考

法定点検

公共建築物定期点検
(建築)１回/３年
(設備)１回/年
(防災設備)１回/年

建築基準法
・建築(※1) 令和2年度に外壁全面点検を実施のこと(10年に1度実施）

・設備(※2) 指定建築設備あり（機械換気･非常用照明）、防火設備あり

消防設備点検 ２回／年 消防法

防火対象物定期点検 １回／年 消防法

自家用電気工作物点検
（自家発電設備含む）

－ 電気事業法（保安規定に従い実施）

昇降機設備点検 １２回／年
建築基準法
フルメンテナンス契約を締結すること

昇降機設備点検（車椅子用） ６回／年 建築基準法

ボイラー･圧力容器点検 １回／年 労働安全衛生法

水槽類清掃(雑排水・汚水) ２回／年 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

水槽類清掃(飲料水) １回／年 水道法

空気環境測定 ６回／年 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

飲料水水質検査 ２回／年 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

空調設備点検 １回/３ヶ月 フロン排出抑制法

煤煙濃度測定 ２回／年 大気汚染防止法

定期点検

電話交換機 １２回／年

ガス吸収式冷温水発生器点検 ※3

空調機類点検 １回／年 上記法定点検以外

ポンプ及び送風機類点検 １回／年

自動制御設備定期点検 １回／年

自動ドア設備点検 ４回／年

空調機用フィルター交換及び清掃 ※3

バランシングタンク・雨水槽清掃 １回／年

プール水質検査 － 「遊泳用プールの衛生基準」による

【注記】

※1 「特殊建築物等定期点検業務基準（公共建築物用）（最新版を適用）」（財団法人　日本建築防災協会　発行）による。

※2　「建築設備定期検査業務基準書（最新版を適用）」（財団法人　日本建築設備・昇降機センター　発行）による。

※3　点検周期については、特記がある場合を除き、

「建築保全業務共通仕様書（最新版を適用）」（財団法人　建築保全センター　発行）による。

上記以外で必要となる法定点検についても、指定管理者において実施すること。

点　　検　　項　　目

法定点検及び定期点検業務一覧表



神戸市立垂水区文化センター 

 

・機器一覧表ほか ＜別紙－１＞ 

 

・法定資格者一覧 ＜別紙－２＞ 

 

・消耗品一覧表 ＜別紙－３＞ 

 

・法定点検及び定期点検業務一覧表 ＜別紙－４＞ 

 

・参考仕様書 ＜別紙－５＞ 

 

 

 



１．電気設備、建築関係他 垂水区文化センター

電気設備は、１階電気室より電源供給を受けている。

照明器具、配線器具等 1式 1991 各所

電灯盤 1式 1991 各所
動力盤 1式 1991 各所
弱電盤 1式 1991 各所

防火区画 1式 1991 各所
構内配電線路 1式 1991 各所

舞台調光装置 主幹盤 1 1991
調光盤 2 1991
調光ユニット 72 1991
制御盤 1 1991
操作卓 1 1991
リモコン盤 1 1991
CRT装置 1 1991

その他関連機器 1式 1991

拡声設備 増幅器 240W 、操作機1台 1式 1991
チューナー、BGMプレーヤー 1式 1991
ミュージックチャイム 1 1991
スピーカー 1式 1991

音響設備 音響調整卓 1式 1991
録音再生機器 ﾌﾟﾚｰﾔｰ、ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ等 1式 1991
電力増幅架　ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ、 1式 1991
　　　　　　　　 ﾜｲﾔﾚｽ、音声ﾐｷｼﾝｸﾞ、ｲｺﾗｲｻﾞｰ他
　　　　　　　　 電源制御ﾕﾆｯﾄ
　　　　　　　　 ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑ、ｻｲﾄﾞｶﾗﾑ、天井ｽﾋﾟｰｶｰ
その他 ﾌﾛｱｰﾏｲｸ、ｽﾋﾟｰｶｰ 1式 1991

ﾏｲｸ 1式 1991

音響機器 ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ、DVD、GEC、可搬式ｽﾋﾟｰｶｰ 1式 1991
ｵｰﾌﾟﾝﾘｰﾙﾃﾞｯｷ、 2 1991
ﾐｷｻｰ卓 24ch、 1 1991
LPﾌﾟﾚｰﾔｰ、ｱﾝﾌﾟ 1式 1991

監視カメラ設備 カメラ 17台、モニター 2台、 1式 1991 事務所 ３階
電源装置、コントローラー機器 1式 1991

トイレ呼出表示装置 6窓 1式 1991 事務所 ３階

電話設備 電子式 富士通IP-PathfinderS 1式 1991 事務所 ３階
電話機 30 1991

防災設備(建築基準法） 非常照明器具 1式 1991 各所

防火扉（随時閉鎖式のもの） 台 各所
防火シャッター 台
耐火クロススクリーン 台
ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備 台

電動可動席 電動式 コトブキ製　２５６席 1式 1991 レバンテホール ３階
型式RCS-21-02

舞台吊物装置 ワイヤー 1式 1991
滑車、ガイドレール、ロープ、引幕レール 1式 1991
スクリーン、電動機、吊物制御盤 1式 1991

自動ドア 両開き　１箇所、片開き　１箇所 1式 1991 玄関 ３階

レバンテホール ３階

建築関係、その他

通信情報設備

防災設備

防火設備

音楽練習室

レバンテホール

仕　　　　　　様 電気容量

３階

３階

３階

記号 機器名

レバンテホール ３階

動力・電灯設備その他

台
数

設置場所設置年

事務所



機械設備概要  （垂水区文化センター）                      

 

１．給水設備 

受水槽（110.5L）、高架水槽（27.7L）給水方式 専用メータ口径 100mm  

 

２．排水通気設備 

屋内分流・屋外合流式にて公共下水に放流 

 

３．給湯設備 

ガス瞬間湯沸し器による局所給湯方式 

   料理教室は真空式給湯温水機（EOL-150GW1GP） 

 

４．空気調和設備 

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコンによる個別空調方式 

共用吸収式冷温水発生機・ヒートポンプチリングユニットによる中央空調方式 

（エアハンドリングユニット・ファンコイルユニット） 

    

５．換気設備 

換気ファン一式 

 

６．ガス設備 

都市ガス 13A 専用引き込み   事務室他一般用ガスメーター M2477（0060） 

 

７．衛生設備 

   衛生陶器、給水器具等一式 

 

８．消火設備 

   消火器 

   （共用消防設備としてスプリンクラー設備・屋内消火栓） 

 

９．自動制御設備 

   中央監視盤にて空調設備の機器等の操作、監視、計測等を行う。 



7台

1式

1式

EOL-150GW1GP

５号

設　置　場　所

1台

1式

数量仕様 品　　　　番

4台

8台

掃除用流し

化粧鏡

小便器

洋式大便器

和式大便器

ﾋﾞﾙﾄｲﾝ調理台

洗面台

記　号 機　器　名　称

真空式給湯温水機

ガス湯沸器

流し

和室/美術室/木工工芸室/3F給湯室×2/事務室休憩室/大ﾎｰﾙﾊﾟﾝﾄﾘｰ

1式

1式

1式

２．機械設備　（垂水区文化センター）

備考

/あじさい講座事務室



維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。

維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。

維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。

機　器　名　称 仕様 品　　　　番設　置　場　所 数量 用途・形式・容量

1台 維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。AC-1211 空気調和機 冷却能力 161000kcal/h

記　号

維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。AC-1212 空気調和機 冷却能力 147580kcal/h

冷却能力　164470Kcal/h

1台

1台 維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。

AC-1214 空気調和機 冷却能力　85450Kcal/h 1台 維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。

AC-1213 空気調和機

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 各室 7台 維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。

3台

36台 維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 床置露出

ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。

維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 床置隠蔽

13台 維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。

4台

4台

8台

軸流ファン 4台

天井扇

空調換気扇

湯沸器連動換気扇

１式 維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。

バブコンＶＡＶ

２．機械設備　（垂水区文化センター）

自動制御設備

6台 維持管理業務については、施設全体の管理者に委託すること。



 

 

＜別紙―１＞ 機器一覧表（垂水区文化センター）               

 

１．電気設備、建築関係他 

 

  ２．機械設備 

 

  各表記載の対象施設・機器の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。 

 

 



＜別紙－２＞法定資格者一覧表

法定資格者名称 根拠法令等 必要資格

防火管理者 消防法
○

甲種防火対象物

防災管理者 消防法 -

危険物取扱者 消防法 -

電気主任技術者 電気事業法 -

建築物環境衛生管理技術者
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律

-

警報設備の監視、操作等に従事する者の
資格

神戸市火災予防条例 ○

総合操作盤又はこれらに類する制御盤の
監視、操作等に従事する者の資格

神戸市火災予防条例 ○

エネルギー管理員又はエネルギー管理士
エネルギーの使用の合理化に関する
法律

-

上記以外で必要となる法定資格者についても、指定管理者において選任すること。

〔凡例〕

（○）で示す資格については、選任が必要である。

（－）で示す資格については、選任は不要である。

（※）で示す資格については、法令上の配置は不要であるが、本施設の維持管理を実施するに当たり
必要な資格とする。



＜別紙－３＞ 消耗品一覧表 （垂水区文化センター） 

【消耗品一覧表】                      

・  各種燃料及び潤滑油、蓄電池用精製水 

・  管球類、ヒューズ 

・  空調・換気用フィルター類 

・  Ｖベルト、パッキン類、温度計、圧力計 

・  各種薬品類（水処理薬品、残留塩素用試薬、ボイラ用薬剤、殺虫剤等） 

・ ウエス、潤滑油、グリス、スムーサー、刷毛、接着剤 

・ 記録紙、点検用紙、コピー用紙、記録用メディア（フロッピーディスク等）、プリンタ

ー用インク・トナー、乾電池等 

・  防塵マスク、防塵眼鏡、軍手等 

・  配管材、継手、各種ねじ類、フランジパッキン、シール材、ホースバンド、ビニルテ

ープ、接着剤等 

・ 箒、塵取、バケツ、ホース、雑巾、ラバーカップ、ごみ袋等 

・ その他 

※ 消耗品について疑義が生じた場合、市と協議の上決定する。 

 



＜別紙－４＞　法定点検及び定期点検業務一覧表　　（垂水区文化センター）

点  検  項  目 点検周期   備      考

（法令点検）

公共建築物定期点検
(建築)１回/３年
(設備)１回/１年
(防火)１回/１年

建築基準法12条関連。
(建築)
(設備)
(防火)

消防設備点検 ２回／年 消防法　(機器点検・総合点検)

防火対象物定期点検 １回／年 消防法

（定期点検）

自動ドア設備点検 ※1

調光装置保守点検 別紙ー５

舞台吊物装置保守点検 別紙ー５

電動可動席設備保守点検 別紙ー５

電話設備保守点検 別紙ー５

空気調和機及びファンコイルユニット用フィルター ※1 必要に応じてフィルターを交換すること。

フロン改正法に伴う点検 法令準拠
フロン類の使用の合理化及び管理の
適正化に関する法律

※１　点検周期については、特記がある場合を除き、「建築保全業務共通仕様書（最新版）」（一般財団法人　建築
保全センター　発行）による。



１．総  則

 本仕様書は,舞台照明設備保守点検業務 の委託に関し、 その業務の適正を期するために必要

な事項を定めたものである。

 以下、委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。

２．委託物件の名称及び所在地

  神戸市立垂水区文化センター 神戸市垂水区日向1-5-1

３．委託業務対象機器

　甲は、別紙１「点検対象設備」に示す機器の点検を乙に委託する。

４．委託期間

令和　年　月　日　から　　令和　年　月　日　まで

５．委託業務の内容

  甲は、乙に次の業務を委託し、乙は対象設備の機能がたえず円滑に稼動できるよう点検を行う

ものとする。

(1) 定期点検業務

 設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙１の「点検項目」について点検を

行うこと。

(2) 臨時点検業務

乙は設備の不時の故障等、甲から要請があった場合には、速やかに点検を実施すること。

ただし、各施設２回までとする。

６．保守部品

(1)  委託業務の遂行上必要な部品類は、業務の円滑化を図るため、予め乙において十分に準備

しておくこと。

(2) 点検の結果、取替えを必要とする部品類は、甲の了解を得た後に取替えるものとする。

７．費用負担等

(1)  点検実施に基づき交換の必要を生じた部品等の費用は、別途支払うものとするが、ヒューズ

パイロットランプ類、各種油、ウエス、グリス等は、乙の負担とする。

(2) 委託業務の履行に必要な工具類、保守消耗品、清掃用具類は、乙の負担とする。

点検回数　　　　１回/年

調光装置保守点検業務委託仕様書(垂水区文化センター）



８．業務従事者

乙は、委託業務を円滑に実施するため業務の内容を十分に熟知した技術者を確保すること。

９．提出書類

甲の指示する様式のもの。

10. 業務実施計画書の提出

 乙は、定期点検業務の実施にあたり事前に実施工程表、休日・緊急時連絡表を作成し、甲に提出する

こと。

11. 報告書の提出

(1) 乙は、定期点検・臨時点検業務が完了したときは、速やかに業務実施内容を記録した点検結果報告

書及び点検写真を必要部数（原則２部）提出すること。

(2) 報告書の様式は、乙が作成し甲の承認を得るものとする。

12. 検  査

(1) 甲は、点検業務が終了したときこれに基づき検査を行う。

(2) 検査の結果、合格と認められない部分については、乙は、速やかに甲の指示に従い乙の負担において

再点検、修理等を行うこと。

13. その他の事項

(1) 乙は、委託業務の履行にあたって、委託業務対象施設に関連のある機器の保守点検業者とは、協調

して業務を行うこと。

(2) この仕様書に記載の無い事項、又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議のうえ定める

ものとする。



別紙１

（垂水区文化センター）

NO. 数 量

1 　主幹盤 １面

2 　調光盤 ２面 　１．外観、構造

3 　調光ユニット ７２ユニット

4 　制御盤 １面

5 　操作卓（パレータスPX） １台

6 　リモコン盤 １台

7 　ＣＲＴ表示 １台 　２．動作確認・特性試験

　３．絶縁抵抗測定

点検対象設備及び点検項目

・入力電圧測定（各相電圧）
・調光出力電圧測定

（ユニット出力電圧特性）
＊全ユニット

・直流電源出力電圧

点 検 対 象 設 備 点　検　項　目

・各部品の損傷、亀裂確認
・各接続端子の増し締め

・配線、半田付け箇所の確認
・表示灯の点灯確認

・盤、卓内部の清掃
・記憶と再生動作の確認

・負荷点灯確認



舞台吊物装置保守点検業務委託仕様書 

 

 

（垂水区文化センター） 

 

 

１． 委託業務の概要は次の通りとする。 

   会館の舞台吊物装置の自然消耗、破損等による障害の未然防止、取扱い 

   の良否の指導等、製品の寿命を保たせるための保守点検業務。 

 

 

２． 保守材料 

  （１）保守調整に要する諸工具、部品、油類等は委託業者の負担とする。 

  （２）部品の寿命による自然消耗、破損及び取扱い不注意による改造手直 

     し等の場合は委託者の負担とする。ただし委託業者の点検調整の 

     不備により故障を生じた場合は係員立会いの上委託業者は無償で 

     修理調整を行うこと。 

 

 

３． 保守施工終了の際、委託業者は委託者にその結果を文書で報告し、立会 

   検査の上承認を受けなければならない。 

 

 

４． 本仕様書に定めのない事項についても臨時に必要を生じた時は、両者協議 

   の上、実施しなければならない。 

 

 

 

 

垂水区文化センター 















１． 総  則

　本仕様書は、電動可動席設備保守点検業務の委託に関し、その適正を期する為に必要

な事項を定めたものである。

　以下、委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。

２． 委託物件の名称及び所在地

神戸市立垂水区文化センター    神戸市垂水区日向１－５－１

３． 委託業務対象機器

電動式椅子付移動観覧席　 ＲＣＳ－２１０２ 256 席

４． 委託期間

　令和　年　月　日　より　　令和　年　月　日まで

５． 委託業務の内容

　甲は、乙に次の業務を委託し、乙は対象設備の機能がたえず円滑に可動できるよう点検を行

うものとする。

（１）定期点検業務

設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙１「保守点検項目」に

基づき既定回数実施すること。

年 １回

（２）臨時点検業務

乙は設備の不時の故障等、甲から要請があった場合には、速やかに点検を実施する

こと。

６． 保守部品

（１） 委託業務の遂行上必要な部品類は、業務の円滑化を図るため、予め乙において十分

に準備しておくこと。

（２） 点検の結果、取替えを必要とする部品類は、甲の了解を得た後に取替えるものとする。

電動可動席設備保守点検業務委託仕様書



７． 費用負担等

（１） 点検実施に基づき交換の必要を生じた部品等の費用は別途支払うものとするが、

フュ－ズ、パイロットランプ類、乙の負担とする。

（２） 委託業務の履行に必要な工具類、保守消耗品、清掃用具類は乙の負担とする。

８． 業務従事者

乙は、委託業務を円滑に実施するため業務の内容を十分に熟知した技術者を確保すること。

９． 提出書類

甲の指示する様式のもの。

１０．業務実施計画書の提出

　乙は、定期点検業務の実施にあたり事前に実施工程表、休日・緊急時連絡表等を作成し、

甲に提出すること。

１１．報告書の提出

（１） 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに業務実施内容を記録した点検結果報告

書を必要部数（原則２部）提出すること。

（２） 報告書の様式は、乙が作成し甲の承認を得るものとする。

１２．検査

（１） 甲は、点検業務が終了したときこれに基づき検査を行う。

（２） 検査の結果、合格と認められない部分については、乙は、速やかに甲の指示に従い

乙の負担において再点検、修理等を行うこと。

１３．その他の事項

（１） 乙は、委託業務の履行にあたって、委託業務対象設備に関連のある機器の保守点

検業者とは、協調して業務を行うこと。

（２） この仕様書に記載のない事項、又は疑義の生じた事項についは、その都度甲乙協

議のうえ定めるものとする。



別紙１

保守点検項目

１． 本体外観点検 １式

２． 組み立て接合部点検 １式

３． 操作スイッチ点検 １式

４． 制御装置点検 １式

５． 駆動装置点検 １式

６． 起立装置点検 １式

７． 配線ケーブル点検 １式

８． 絶縁点検 １式



１．総  則

２．委託物件の名称及び所在地

　　神戸市垂水区日向１－５－１

３．委託業務対象機器

富士通IP-PathfinderS 　１式

電子ボタン電話機 ３０台

４．委託期間

令和○○年○○月○○日　から　令和○○年○○月○○日まで

５．点検回数

定期点検　　２回/年

６．委託業務の内容

　甲は、乙に次の業務を委託し、乙は対象設備の機能がたえず円滑に稼動できるよう点検を行う

ものとする。

(1) 定期点検業務

点検項目

交換機本体装置（中央制御装置・主記憶装置・局線回路・内線回路）

宅内（宅内配線状態・電話機）

運用管理（機器設置環境・保守エリア確保）

(2) 臨時点検業務

乙は設備の不時の故障等、甲から要請があった場合には、速やかに点検を実施すること。

７．業務従事者

乙は、委託業務を円滑に実施するため業務の内容を十分に熟知した技術者を確保すること。

８. 業務実施計画書の提出

神戸市立垂水区文化センター

本仕様書は、電話設備保守点検業務の委託に関し、その適正を期するために必要な事項を

定めたものである。

以下委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。

電 話 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 仕 様 書

乙は、定期点検業務の実施にあたり事前に実施工程表、休日・緊急時連絡表等を作成し、甲に提出す

ること。



９. 報告書の提出

(1)

(2) 報告書の様式は、乙が作成し甲の承認を得るものとする。

10. 検  査

(1) 甲は、点検業務が終了したときこれに基づき検査を行う。

(2)

11. その他の事項

(1)

(2)

ること。

乙は、委託業務が完了したときは、速やかに業務実施内容を記録した点検結果報告書を必要部数

（原則２部）提出すること。

検査の結果、合格と認められない部分については、乙は、速やかに甲の指示に従い乙の負担におい

て再点検、修理等を行うこと。

乙は、委託業務の履行にあたって、委託業務対象設備に関連のある機器の保守点検業者とは、協調

して業務を行うこと。

この仕様書に記載のない事項、又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議のうえ定める

ものとする。



 

＜別紙―５＞ 参考仕様書  （垂水区文化センター） 

 

１．調光装置保守点検業務委託仕様書 

 

２．舞台吊物装置保守点検業務委託仕様書 

 

３．電動可動席設備保守点検業務委託仕様書 

 

４．電話設備保守点検業務委託仕様書 

 

 

 

 

  各仕様書記載の対象施設・機器の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。 



 

神戸市立西区文化センター 

 

＜別紙－１＞対象施設・設備概要 

 

＜別紙－２＞法定資格者一覧 

 

＜別紙－３＞消耗品一覧表 

 

＜別紙―４＞法定点検及び定期点検業務一覧表 

 

＜別紙―５＞参考仕様書 

 

 

 



 

＜別紙―１＞ 対象施設・設備概要 

 

【施 設】 

  敷地、建築物、その他構造物の内容 

１．施設名称：西区文化センター 

２．住所    ：神戸市西区糀台 5丁目 6番 1号 

３．用途地域：商業地域 

４．敷地面積：約 3,211㎡ 

５．建築物 

１）構造・規模：鉄骨鉄筋コンクリート造地下 1階地上 6階 

２）延床面積  ：約 4,133㎡ 

 

 

【設 備】 

１．機器一覧表（電気設備他） 

２．機械設備概要表 

３．機器一覧表（機械設備） 

 

  各表記載の対象施設・設備の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。 

 

 

 



機器一覧表（電気設備他）（西区文化センター）

電気設備は、地階電気室より電源供給を受けている。

照明器具、配線器具等 1式 1989 各所

電灯盤 1式 1989 各所
動力盤 1式 1989 各所
弱電盤 1式 1989 各所

防火区画 1式 1989 各所
構内配電線路 1式 1989 各所

舞台調光装置 主幹盤 1 1989
調光盤 2 1989
調光ユニット 108 1989
制御盤 1 1989
操作卓 1 1989
リモコン盤 1 1989
CRT装置 1 1989
照明フライダクト 1式 1989
その他関連機器 1式 1989

拡声設備 増幅器 240W　、副操作機1台 1式 2024
スピーカー 1式 2024
ミュージックチャイム 1 2024

音響設備 音響調整卓 YAMAHA LS９ー３２ 1式 2004 操作室 ３階
録音再生機器 ﾌﾟﾚｰﾔｰ、ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1式 2004
電力増幅架　ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ6台、 1式 2004
　　　　　　　　 ﾜｲﾔﾚｽ、音声ﾐｷｼﾝｸﾞ、ｲｺﾗｲｻﾞｰ他
　　　　　　　　 電源制御ﾕﾆｯﾄ
　　　　　　　　 ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑ、ｻｲﾄﾞｶﾗﾑ、天井ｽﾋﾟｰｶｰ
その他 ｲﾝｶﾑ、ﾌﾛｱｰﾏｲｸ、ｽﾋﾟｰｶｰ 1式

ﾏｲｸ 1式

監視カメラ設備 カメラ 14台、4分割モニター 2台、 1式 1989 事務所 １階

トイレ呼出表示装置 12L 1式 1989 事務所 １階

防災設備(建築基準法） 非常用の照明装置 1式 1989 各所

防火扉（随時閉鎖式のもの）
防火シャッター
耐火クロススクリーン
ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備

電動可動席 電動式 コトブキ製　３４５席 1式 1989 大ホール ２階
型式RCS-21-02

舞台吊物設備 ワイヤー 1式 1989
滑車、ガイドレール、ロープ、引幕レール 1式 1989
スクリーン、電動機、吊物制御盤 1式 1989

ホイスト 0.5T 1 1989 大ホール ２階

防火設備

台
数

動力・電灯設備その他

設置年記号

大ホール ２階

建築関係、その他

通信情報設備

防災設備

仕　　　　　　様 設置場所

各所

１階事務所

機器名

一式

電気容量

大ホール ２階



 

機械設備概要表（西区文化センター） 

 

１．給水設備 

共用受水槽高架水槽給水方式 専用メーター口径 １００mm 15.0L 

 

２．排水通気設備 

屋内分流・屋外合流式の自然流下方式 

 

３．給湯設備 

ガス瞬間湯沸し器による局所給湯方式 BF1,１F事務所、2,3F給湯室4台利用可 

   更衣室シャワー系統（利用不可）、料理教室系統ボイラー給湯方式 

 

４．冷暖房設備 

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコンによる個別空調方式 

（音楽室、多目的ホール、大ホール調光室、ピアノ庫、会議室５に設置） 

共用吸収式冷温水機による中央空調方式（エアハンドリングユニット・ファンコイル 

ユニット） 

    

５．換気設備 

換気ファン一式（空調換気扇含む） 

 

６．ガス設備 

都市ガス 13A 専用引き込み  専用メーター 30号 

 

７．衛生設備 

   男子、女子、便所等の衛生器具設備一式 

 

８．消火設備 

   消火器 

   （共用消防設備としてスプリンクラー設備・屋内消火栓） 

 

９．自動制御設備 

  中央監視盤にて空調設備の機器等の操作、監視、計測等を行う。 

  

 



機器一覧表（機械設備）（西区文化センター）

AUC-202 1 1Fホールギャラリー学習スペース系統

AUC-202 1 1Fこべっこ、ユース西系統

各室

3階各室系統

料理教室系統

音楽室、多目的ホール、大ホール調光室、倉庫、
ピアノ庫、会議室５、旧トマト、男女更衣室

台

台

台

台

台

台

ガスボイラー 129,000kcal/h

ガスボイラー 21,000kcal/h

1１階機械室

ACU-201

ACU-206

台３階料理教室

冷房能力25000kcal/h
暖房能力23000kcal/h

冷房能力18000kcal/h
暖房能力31000kcal/h

3階機械室

各室

各室

1

塔屋２階 1

1

台

空気調和機

空気調和機

1

備考

台

台

地階教室系統

2階会議室系統

2階大ホール系統空気調和機

BF1　10台,１F3台,２F16台,大ホール10台,３F16台

ACU-204

ヒートポンプエアコン

1

1

2階機械室

排気ファン

記　号

ACU-205

ACU-207

機　器　名　称

空気調和機

ファンコイルユニット

空気調和機

膨張タンク

19

シスターンタンク ２階機械室

3階機械室

2階機械室

1階男子・女子更衣室シャワー室系統（利用不可）

台

10

55

台

冷房能力31900kcal/h
暖房能力29200kcal/h

設　置　場　所 数量仕様

地階機械室 1

1

冷房能力129900kcal/h
暖房能力 67700kcal/h

冷房能力38800kcal/h
暖房能力35500kcal/h

台

単位



機器一覧表（機械設備）（西区文化センター）

備考記　号 機　器　名　称 設　置　場　所 数量仕様 単位

貯湯式を含む　5号瞬間湯沸かし器4台、料理室ガス
ボイラー1台、合計5台使用中

BF2個、１F2個、２F2個、３F2個

BF2個、１F5個、２F6個、３F4個

BF2個、１F2個、２F2個、３F2個

BF2個、１F4個、２F6個、３F3個

8

洋風便器

和風大便器

ガス湯沸器

洗面化粧台

手洗い器含む
個洗面器

8 個 BF2個、１F2個、２F2個、３F2個

台

身障者用洗面器

洗面器 個 BF4個、１F7個、２F8個、３F6個

15 個小便器

身障者便器 個

個

個17

台２階パントリーほか 9

25

8



機器一覧表（機械設備）（西区文化センター）

備考記　号 機　器　名　称 設　置　場　所 数量仕様 単位

水栓類（自在水栓）

7 台

13

ビルトイン調理台 料理教室

水栓類（横型泡沫自在水
栓）

陶工芸室６，美術室６、和室１台

4 台 各フロア流し台

組シャワーセット

身障者用水栓 6

6

個

自動水栓10個（２F男女トイレ）2026.4.2交換

２F男女自動水栓

水栓類 25 個

4 個

傾斜鏡8枚を含む化粧鏡 16 枚

掃除流し

掃除流し用単水栓20mm

4 個 BF1個、１F1個、２F1個、３F1個

全数、使用不可



＜別紙－２＞法定資格者一覧表

法定資格者名称 根拠法令等 必要資格

防火管理者 消防法 ○

防災管理者 消防法 -

危険物取扱者 消防法 -

電気主任技術者 電気事業法 -

建築物環境衛生管理技術者
建築物における衛生的環境の確保に関
する法律

-

警報設備の監視、操作等に従事する者の
資格

神戸市火災予防条例 -

総合操作盤又はこれらに類する制御盤の
監視、操作等に従事する者の資格

神戸市火災予防条例 -

エネルギー管理員又はエネルギー管理士 エネルギーの使用の合理化に関する法律 -

上記以外で必要となる法定資格者についても、指定管理者において選任すること。

〔凡例〕

（○）で示す資格については、選任が必要である。

（－）で示す資格については、選任は不要である。

（※）で示す資格については、法令上の配置は不要であるが、本施設の維持管理を実施するに当た
り必要な資格とする。



 

＜別紙－３＞ 

 

【消耗品一覧表】                       

・  各種燃料及び潤滑油、蓄電池用精製水 

・  管球類、ヒューズ 

・  空調・換気用フィルター類 

・  Ｖベルト、パッキン類、温度計、圧力計 

・  各種薬品類（水処理薬品、残留塩素用試薬、ボイラ用薬剤、殺虫剤等） 

・ ウエス、潤滑油、グリス、スムーサー、刷毛、接着剤 

・ 記録紙、点検用紙、コピー用紙、記録用メディア、プリンター用インク・トナー、乾

電池等 

・  防塵マスク、防塵眼鏡、軍手等 

・  配管材、継手、各種ねじ類、フランジパッキン、シール材、ホースバンド、ビニルテ

ープ、接着剤等 

・ 箒、塵取、バケツ、ホース、雑巾、ラバーカップ、ごみ袋等 

・ その他 

※ 消耗品について疑義が生じた場合、市と協議の上決定する。 

 



＜別紙－４＞法令点検及び定期点検業務一覧表

周　期 備　　　　　考

（法令点検）

公共建築物定期点検
(建築)１回/３年
(設備)１回/１年
(防火)１回/１年

建築基準法12条関連
(建築)
(設備)
(防火)

消防設備点検 ２回／年 消防法　(機器点検・総合点検)

防火対象物定期点検 １回／年 消防法

定期点検

舞台吊物設備保守点検 別紙－５参照

舞台調光装置保守点検 別紙－５参照

舞台音響設備保守点検 別紙－５参照

電動可動席設備保守点検 別紙－５参照

空気調和機及びファンコイルユニット用
フィルター

※1

【注記】

※1 点検周期については、特記がある場合を除き、

「建築保全業務共通仕様書（最新版を適用）」（一般財団法人　建築保全センター　発行）による。

点　　検　　項　　目



 

＜別紙―５＞ 参考仕様書 

 

１．舞台調光装置保守点検業務仕様書 

２．舞台吊物設備保守点検業務仕様書 

３．電動可動席設備保守点検業務仕様 

４．舞台音響設備保守点検業務仕様書 

 

 

 

 

  各仕様書記載の対象施設・機器の名称、仕様、数量等は参考扱いとする。 

 



１．総  則

 本仕様書は,舞台調光装置保守点検業務に関し、 その業務の適正を期するために必要

な事項を定めたものである。

２．対象機器

別紙「点検対象設備及び点検項目」参照

３．業務内容

(1) 定期点検業務

 設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、

別紙「点検対象設備及び点検項目」について年１回定期点検を行うこと。

(2) 臨時点検業務

設備の不時の故障等、速やかに点検を実施すること。

舞台調光装置保守点検業務仕様書



１．総則

  本仕様書は、舞台吊物設備保守点検業務に関し、その適正を期するために

必要な事項を定めたものである。

２．対象機器

　別紙－１「対象機器一覧」参照

３．業務内容

（１）定期点検業務

    設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙－２「保守点検内容」に

　基づき既定回数実施すること。    ４回/年　　　

（２）臨時点検業務

　　設備の不時の故障等、速やかに点検を実施すること。

舞台吊物設備保守点検業務仕様書



別紙－１　対象機器一覧　　　（西区文化センター）

1 緞帳

2 カスミ幕①

3 前割幕

4 バトン①

5 ボーダーライト　カスミ幕②共吊

6 スクリーン

7 カスミ幕③

8 天井反射板①

9 天井反射板①　変角

10 サスペンションライト

11 袖幕

12 バトン②

13 ホリゾントライト

14 バトン③

15 バック幕

16 ホリゾントバック幕

17 天井反射板②

18 側面反射板　上手

19 側面反射板　下手



別紙－２　保守点検内容 （西区文化センター）

1. 吊物装置

(1) ワイヤーロープ
・各滑車間、吊パイプ間、ウエート枠間の状態の良否
・吊パイプ、ウエート枠、ワイヤ巻取りドラムの状態の良否
・ワイヤーロープの素線の切断、径の減少、キンク、形崩れ、腐食の有無の点検
・ワイヤーロープの摩損状態の有無
・伸び、吊り下げ状態の良否
・ワイヤーロープの先端及び終端止め金具の締め付け点検
・ワイヤーロープのテンション調整
・ワイヤーロープの径の測定（年１回以上）

(2) 各滑車、網車
・各滑車の状態の良否(摩耗量の計測年１回以上）
・各滑車の欠損、亀裂、摩耗の有無、回転状態及び給油状態の点検
・取付状態の良否、滑車とワイヤ芯のずれの有無
・滑車、網車の回転状態及び給油状態の点検
・回転時の異音の有無
・ワイヤーロープのかかり度の点検調整

(3) 吊パイプ及び幕地
・吊荷重は許容内で分布されているかの状態の良否
・吊り込まれる重量の確認、落下防止は充分か状態の良否
・吊パイプ状態の良否
・吊パイプとワイヤの接続状態の良否
・パイプのジョイント曲りの有無
・各幕布地の損傷の有無
・各幕布地のレベル調整

(4) 電動機
・運転状態の良否
・取付状態の良否
・本体の発熱及び異音、異臭の有無
・軸、軸受けの損傷及びベアリングの異音の有無
・カップリングの傷及びゆるみの有無

(5) 制動機
・取付状態の良否
・作動状態、作動量と作動感度の良否
・制動体の摩耗状態の良否（ブレーキシューの肉厚計測年１回以上）
・滑動部の摩耗、給油状態の良否

(6) 減速機
・取付状態の良否
・油量及び成分の良否（補給含む）
・回転作動状態の良否
・歯車の摩耗状態の良否
・軸受部の発熱状態の良否
・ギヤー関係のギャップ及び砲金の損傷の有無
・軸、軸受けの損傷及びベアリングの異音の有無
・油漏れ及び各パッキン、オイルシールの劣化度の点検
・マシンビームの傷及び、損傷の有無
・ギヤーオイルの粘着度の点検
・ワイヤーロープ巻き取りドラムの溝及び、本体損傷、傷の有無



(7) 減速装置、チェーン、ホイール、プーリー、歯車
・キーのセット、亀裂の良否
・油量及び成分、状態の良否
・回転作動状態、清掃状態の良否
・歯車、鎖車の摩耗状態の良否
・軸受部の発熱状態の良否

(8) 網車、巻取りドラム
・取付状態の良否、破損、主索とのすべりの有無
・引き止め金具の状態の良否
・軸受部の発熱状態の良否
・溝部の摩耗状態の良否

(9) 受電盤、制御盤
・取付状態の良否、加熱などの発生のないこと
・雨水、漏水等の侵入形跡、結露が無いか点検
・供給電圧は規定の数値で始動時、運転時、静止時の差が±10％以上ないか点検
・制御器等の取付状態、リレー、スイッチ作動状態の良否
・制御盤各リレーの接触及び動作の点検
・制御盤内各ヒューズの点検
・端子盤各押釦表示ランプの作動テスト及び接点ギャップの有無
・端子盤のビス等ゆるみの有無

(10) 操作盤
・スイッチ類の破損、取付状態の良否
・ランプの球切れ、緩み等、取付状態の良否（寿命時間の確認）
・安全関係釦、スイッチの作動の良否
・配線のはずれ、ネジの緩み防止の状態の良否
・内外部清掃、内外塗装のはがれの有無

(11) 上・下限スイッチ類
・取付状態、作動状態の良否
・停止精度、確認位置等、再調整の必要の有無
・ファイナルスイッチ、突上げ防止スイッチ類の作動状態の良否

(12) その他
・照明ケーブルの損傷、傷、巻き取りたるみの有無
・全般的な給油及び清掃、調整ボルトナット類の締付作業
・点検日にホール担当者から吊物装置に対して指摘された簡単な作業

2. 絶縁測定

(1) 吊物装置の絶縁測定は毎年１回以上実施する



１． 総  則

　本仕様書は、電動可動席設備保守点検業務に関し、その適正を期する為に必要

な事項を定めたものである。

２． 対象機器

電動式椅子付移動観覧席　　　ＲＣＳ－２１０２（変）　　　３４５席

３． 業務内容

（１）定期点検業務

設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙「保守点検項目」に

基づき既定回数実施すること。

年 １回

（２）臨時点検業務

設備の不時の故障等、速やかに点検を実施すること。

電動可動席設備保守点検業務仕様



別紙

保守点検項目

１． 本体外観点検 １式

２． 組み立て接合部点検 １式

３． 操作スイッチ点検 １式

４． 制御装置点検 １式

５． 駆動装置点検 １式

６． 起立装置点検 １式

７． 配線ケーブル点検 １式

８． 絶縁点検 １式

９． その他必要箇所の点検 １式



１．総  則

 本仕様書は、舞台音響設備保守点検業務に関し、その業務の適正を期するために必要な事項を

定めたものである。

２．対象機器

別紙１「対象機材一覧」参照

３．業務内容

(1) 定期点検業務

 設備の機能維持と故障等の発生を未然に防止するため、別紙２「点検項目」に基づき

年１回定期点検を実施すること。

(2) 臨時点検業務

設備の不時の故障等、速やかに点検を実施すること。

舞台音響設備保守点検業務仕様書



神戸市立西区文化センター　音響設備点検　対象機材　一覧表

機器名 メーカー名 型番 用途

音響調整卓 音響調整卓 YAMAHA LS9-32

専用卓電源 不明 WU-PS80B

専用手元灯 不明 LA-1800 

デジタルプロセッサー TOA　D-2008SP

録再生機器 CDプレーヤー TASCAM SS-CDR200

カセットデッキ （１） TASCAM 202MK5

カセットデッキ （２） TASCAM 202MK5

カセットデッキ （３） Victor TD-W603MK2 なし

カセットデッキ （４） Victor TD-W603MK2 なし

MDデッキ TASCAM MD350

SD/CDレコーダー ROLAND CD-2ｉ

電力増幅器系 GEQ （１） RAMSA WZ-DM36

GEQ （２） RAMSA WZ-DE45

GEQ （３） RAMSA WZ-DM36

GEQ （４） YAMAHA Q-2301A

GEQ （５） YAMAHA Q-2301A

開演ブザー・インカムユニット 特型

入出力パッチ盤ユニット 特型

電源制御ユニット 特製

ワイヤレスマイク受信機 Victor

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ TOA WT-D1804

電力増幅器 （１） YAMAHA P2500S

電力増幅器 （２） YAMAHA P2500S

電力増幅器 （３） YAMAHA P1000S

電力増幅器 （４） YAMAHA P1000S

電力増幅器 （５） YAMAHA P4050

電力増幅器 （６） YAMAHA XH200

電力増幅器 （７） TOA IP-600D

リバーブユニット YAMAHA SPX900

出力パッチ盤パネルユニット 特型

固定スピーカー プロセニアム TOA　G-DRIVE

サイドカラム （L) TOA　G-DRIVE

サイドカラム （R) TOA　G-DRIVE

コントロールルームモニター （L) YAMAHA MSP5

コントロールルームモニター （R) YAMAHA MSP5

天井スピーカー 1式 Control

運営系スピーカー 1式 JVC

その他 インカム設備 1式

フロアーマイク回線 1式

フロアースピーカー回線 1式

マイクロフォン 1式

移動型機器 音響調整卓 Victor SS-M308

移動型スピーカー ｺﾛｶﾞｼ型ｽﾋﾟｰｶｰ(1) Victor PS-S505

ｺﾛｶﾞｼ型ｽﾋﾟｰｶｰ(2) Victor PS-S505

縦型ｽﾋﾟｰｶｰ(1) Victor PS-S506

縦型ｽﾋﾟｰｶｰ(2) Victor PS-S506

縦型ｽﾋﾟｰｶｰ(3) Victor PS-S506

縦型ｽﾋﾟｰｶｰ(4) Victor PS-S506
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